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 今回の資料に使用した「介護報酬の算定構造（案）」は、現段階で国が示

した改正（案）です。 

 今回の報酬改定等に関するご質問は、ホームページ掲載の質問票にて 

受付けます。(電子メール及びＦＡＸでのみ受け付けます。) 

以上、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。 

 



○ 定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護 基本報酬

① １ (２ )④総合マネジメ ント 体制強化加算の見直し

② １ (４ )③訪問看護等における タ ーミ ナルケア加算の見直し

③ １ (５ )④業務継続計画未策定事業所に対する 減算の導入

④ １ (６ )①高齢者虐待防止の推進

⑤ １ (６ )②身体的拘束等の適正化の推進

⑥ １ (７ )①訪問系サービス における 認知症専門ケア加算の見直し

⑦ ２ (１ )⑮訪問系サービス 及び短期入所系サービス における 口腔管理に係る 連携の強化

⑧ ３ (１ )①介護職員処遇改善加算・ 介護職員等特定処遇改善加算・ 介護職員等ベース アッ

プ等支援加算の一本化

⑨ ３ (２ )①テレ ワ ーク の取扱い

⑩ ３ (３ )③訪問看護等における 24時間対応体制の充実

⑪ ３ (３ )⑤退院時共同指導の指導内容の提供方法の柔軟化

⑫ ３ (３ )⑪随時対応サービス の集約化でき る 範囲の見直し

⑬ ４ (２ )②定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護の基本報酬の見直し

⑭ ５ ②特別地域加算、 中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する 者へ

のサービス 提供加算の対象地域の明確化

⑮ ５ ③特別地域加算の対象地域の見直し

１ ． (６ )定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護

改定事項
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定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護 基本報酬

単位数 ※以下の単位数は１ 月あたり （ 夜間訪問型の定期巡回サービ ス 費及び随時訪問サービ ス 費を除く ）

＜現行＞ ＜改定後＞ ＜現行＞ ＜改定後＞

一体型事業所
（ 訪問看護なし ）

一体型事業所
（ 訪問看護あり ）

要介護１ 5,697単位 5,446単位 要介護１ 8,312単位 7,946単位

要介護２ 10,168単位 9,720単位 要介護２ 12,985単位 12,413単位

要介護３ 16,883単位 16,140単位 要介護３ 19,821単位 18,948単位

要介護４ 21,357単位 20,417単位 要介護４ 24,434単位 23,358単位

要介護５ 25,829単位 24,692単位 要介護５ 29,601単位 28,298単位

連携型事業所
（ 訪問看護なし ）

要介護１ 5,697単位 5,446単位

要介護２ 10,168単位 9,720単位

要介護３ 16,883単位 16,140単位

要介護４ 21,357単位 20,417単位

要介護５ 25,829単位 24,692単位

夜間訪問型（ 新設）

基本夜間訪問型サービ ス 費 989単位

定期巡回サービ ス 費 372単位

随時訪問サービ ス 費（ Ⅰ） 567単位

随時訪問サービ ス 費（ Ⅱ） 764単位

※定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護について
は、 処遇改善加算について、 今回の改定で高い
加算率と し ており 、 賃金体系等の整備、 一定の
月額賃金配分等によ り 、 ま ずは14.5% から 、 経
験技能のある 職員等の配置によ る 最大24.5％ま
で、 取得でき る よ う に設定し ている 。
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【 定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護、 小規模多機能型居宅介護★、 看護小規模多機能型居宅介護】

１ .（ ２ ） ④ 総合マネジメ ント 体制強化加算の見直し ①

概要

○ 定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護及び（ 看護） 小規模多機能型居宅介護が、 地域包括ケアシス テム の担い手と
し て、 よ り 地域に開かれた拠点と なり 、 認知症対応を含む様々な機能を発揮する こ と によ り 、 地域の多様な主体と
と も に利用者を支える 仕組みづく り を促進する 観点から 、 総合マネジメ ン ト 体制強化加算について、 地域包括ケア
の推進と 地域共生社会の実現に資する 取組を 評価する 新たな区分を設ける 。 なお、 現行の加算区分については、 新
たな加算区分の取組を 促進する 観点から 評価の見直し を 行う 。 【 告示改正】

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞

総合マネジメ ント 体制強化加算 1,000単位/月 総合マネジメ ント 体制強化加算（ Ⅰ） 1,200単位/月（ 新設）

総合マネジメ ント 体制強化加算（ Ⅱ） 800単位/月（ 変更）
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【 定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護、 小規模多機能型居宅介護★、 看護小規模多機能型居宅介護】

１ .（ ２ ） ④ 総合マネジメ ント 体制強化加算の見直し ②

算定要件等

算定要件（ (４ )～(10)は新設）

加算（ Ⅰ） ： 1200単位
（ 新設）

加算（ Ⅱ） ： 800単位
(現行の1,000単位から 見直し ）

小規模多機能
型居宅介護

看護小規模多機
能型居宅介護

定期巡回・ 随
時対応型訪問

介護看護

小規模多機能
型居宅介護

看護小規模多機
能型居宅介護

定期巡回・ 随
時対応型訪問

介護看護

（ １ ） 個別サービ ス 計画について、 利用者の心身の状況や家族を 取り 巻く 環境の変化を 踏
ま え、 介護職員（ 計画作成責任者） や看護職員等の多職種協働によ り 、 随時適切に見
直し を 行っ ている こ と

○ ○ ○ ○ ○ ○

（ ２ ） 利用者の地域における 多様な活動が確保さ れる よ う に、 日常的に地域住民等と の交
流を 図り 、 利用者の状態に応じ て、 地域の行事や活動等に積極的に参加し ている こ と

○ ○ ○ ○

（ ３ ） 地域の病院、 診療所、 介護老人保健施設等に対し 、 事業所が提供する こ と のでき る
サービ ス の具体的な内容に関する 情報提供を 行っ ている こ と

○ ○ ○ ○

（ ４ ） 日常的に利用者と 関わり のあ る 地域住民等の相談に対応する 体制を 確保し ている
こ と

○ ○ ○

（ ５ ） 必要に応じ て、 多様な主体が提供する 生活支援のサービ ス （ イ ンフ ォ ーマルサービ
ス を 含む） が包括的に提供さ れる よ う な居宅サービ ス 計画を 作成し ている こ と

○ ○

（ ６ ） 地域住民等と の連携によ り 、 地域資源を 効果的に活用し 、 利用者の状態に応じ た支
援を 行っ ている こ と

事業所の特
性に応じ て
１ つ以上

実施

事業所の特
性に応じ て
１ つ以上

実施

○

（ ７ ） 障害福祉サービ ス 事業所、 児童福祉施設等と 協働し 、 地域において世代間の交流の
場の拠点と なっ ている こ と （ ※）

事業所の特
性に応じ て
１ つ以上

実施

（ ８ ） 地域住民等、 他事業所等と 共同で事例検討会、 研修会等を 実施し ている こ と

（ ９ ） 市町村が実施する 通いの場や在宅医療・ 介護連携推進事業等の地域支援事業等に参
加し ている こ と

（ 10） 地域住民及び利用者の住ま いに関する 相談に応じ 、 必要な支援を 行っ ている こ と

（ ※） 定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護については、 「 障害福祉サービ ス 事業所、 児童福祉施設等と 協働し 、 地域において世代間の交流を行っている こ と 。 」 が要件
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１ .（ ４ ） ③ 訪問看護等における タ ーミ ナルケア加算の見直し

概要

○ タ ーミ ナルケア加算について、 介護保険の訪問看護等における タ ーミ ナルケアの内容が医療保険における タ ーミ
ナルケアと 同様である こ と を踏ま え、 評価の見直し を行う 。 【 告示改正】

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
タ ーミ ナルケア加算 2,000単位/死亡月 タ ーミ ナルケア加算 2,500単位/死亡月（ 変更）

【 訪問看護、 定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護、 看護小規模多機能型居宅介護】

算定要件等

○ 変更なし
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１ .（ ５ ） ④ 業務継続計画未策定事業所に対する 減算の導入

概要

○ 感染症や災害が発生し た場合であっても 、 必要な介護サービ ス を継続的に提供でき る 体制を 構築する ため、 業務
継続に向けた計画の策定の徹底を求める 観点から 、 感染症若し く は災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策
定の場合、 基本報酬を 減算する 。 【 告示改正】

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
なし 業務継続計画未実施減算

施設・ 居住系サービ ス 所定単位数の100分の3に相当する 単位数を 減算（ 新設）
その他のサービ ス 所定単位数の100分の1に相当する 単位数を 減算（ 新設）

算定要件等

○ 以下の基準に適合し ていない場合（ 新設）
・ 感染症や非常災害の発生時において、 利用者に対する サービ ス の提供を継続的に実施する ための、 及び非常時

の体制で早期の業務再開を図る ための計画（ 業務継続計画） を 策定する こ と
・ 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる こ と

※ 令和７ 年３ 月31日ま での間、 感染症の予防及びま ん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する 具体的計画の策定を行っ
ている 場合には、 減算を適用し ない。 訪問系サービ ス 、 福祉用具貸与、 居宅介護支援については、 令和７ 年３ 月31日ま での間、
減算を 適用し ない。

○ １ 年間の経過措置期間中に全ての事業所で計画が策定さ れる よ う 、 事業所間の連携によ り 計画策定を 行っ て差し
支えない旨を 周知する こ と も 含め、 小規模事業所の計画策定支援に引き 続き 取り 組むほか、 介護サービ ス 情報公表
シス テム に登録すべき 事項に業務継続計画に関する 取組状況を追加する 等、 事業所への働き かけを 強化する 。 ま た、
県別の計画策定状況を 公表し 、 指定権者によ る 取組を促すと と も に、 業務継続計画を 策定済みの施設・ 事業所につ
いても 、 地域の特性に合わせた実効的な内容と なる よ う 、 指定権者によ る 継続的な指導を 求める 。

【 全サービ ス （ 居宅療養管理指導★、 特定福祉用具販売★を 除く ） 】

※ 平成18年度に施設・ 居住系サービ ス に身体拘束廃止未実施減算を 導入し た際は、 ５ 単位/日減算であっ たが、
各サービ ス 毎に基本サービ ス 費や算定方式が異なる こ と を 踏ま え、 定率で設定。 なお、 その他サービ ス は、 所
定単位数から 平均し て７ 単位程度/（ 日・ 回） の減算と なる 。
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概要

○ 利用者の人権の擁護、 虐待の防止等を よ り 推進する 観点から 、 全ての介護サービ ス 事業者（ 居宅療養管理指導及
び特定福祉用具販売を 除く 。 ） について、 虐待の発生又はその再発を 防止する ための措置（ 虐待の発生又はその再
発を防止する ための委員会の開催、 指針の整備、 研修の実施、 担当者を定める こ と ） が講じ ら れていない場合に、
基本報酬を減算する 。 その際、 福祉用具貸与については、 そのサービ ス 提供の態様が他サービ ス と 異なる こ と 等を
踏ま え、 ３ 年間の経過措置期間を設ける こ と と する 。 【 告示改正】

〇 施設における ス ト レ ス 対策を 含む高齢者虐待防止に向けた取組例を 収集し 、 周知を図る ほか、 国の補助によ り 都
道府県が実施し ている 事業において、 ハラ ス メ ン ト 等のス ト レ ス 対策に関する 研修を実施でき る こ と や、 同事業に
よ る 相談窓口について、 高齢者本人と その家族だけでなく 介護職員等も 利用でき る こ と を明確化する など 、 高齢者
虐待防止に向けた施策の充実を 図る 。

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
なし 高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の100分の1に相当する 単位数を減算（ 新設）

【 全サービ ス （ 居宅療養管理指導★、 特定福祉用具販売★を 除く ） 】

１ .（ ６ ） ① 高齢者虐待防止の推進①

算定要件等

○ 虐待の発生又はその再発を防止する ための以下の措置が講じ ら れていない場合（ 新設）
・ 虐待の防止のための対策を 検討する 委員会（ テレ ビ 電話装置等の活用可能） を 定期的に開催する と と も に、 そ

の結果について、 従業者に周知徹底を図る こ と 。
・ 虐待の防止のための指針を 整備する こ と 。
・ 従業者に対し 、 虐待の防止のための研修を定期的に実施する こ と 。
・ 上記措置を適切に実施する ための担当者を置く こ と 。

※ 平成18年度に施設・ 居住系サービス に身体拘束廃止未実施減算を導入し た際は、 ５ 単位/日減算であったが、 各サービ ス 毎
に基本サービス 費や算定方式が異なる こ と を 踏ま え、 定率で設定。 なお、 所定単位数から 平均し て７ 単位程度/（ 日・ 回） の
減算と なる 。
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１ .（ ６ ） ① 高齢者虐待防止の推進②

算定要件等

○ 全ての施設・ 事業所で虐待防止措置が適切に行われる よ う 、 令和６ 年度中に小規模事業所等における 取組事例を
周知する ほか、 介護サービ ス 情報公表シス テム に登録すべき 事項に虐待防止に関する 取組状況を追加する 。 ま た、
指定権者に対し て、 集団指導等の機会等にて虐待防止措置の実施状況を把握し 、 未実施又は集団指導等に不参加の
事業者に対する 集中的な指導を 行う など 、 高齢者虐待防止に向けた取組の強化を求める と と も に、 都道府県別の体
制整備の状況を周知し 、 更なる 取組を促す。
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概要

○ 身体的拘束等の更なる 適正化を図る 観点から 、 以下の見直し を 行う 。

ア 短期入所系サービ ス 及び多機能系サービ ス について、 身体的拘束等の適正化のための措置（ 委員会の開催等、
指針の整備、 研修の定期的な実施） を 義務付ける 。 【 省令改正】 ま た、 身体的拘束等の適正化のための措置が講
じ ら れていない場合は、 基本報酬を減算する 。 その際、 １ 年間の経過措置期間を 設ける こ と と する 。 【 告示改正】

イ 訪問系サービ ス 、 通所系サービ ス 、 福祉用具貸与、 特定福祉用具販売及び居宅介護支援について、 利用者又は
他の利用者等の生命又は身体を保護する ため緊急やむを得ない場合を除き 、 身体的拘束等を行っ てはなら ないこ と
と し 、 身体的拘束等を行う 場合には、 その態様及び時間、 その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを 得ない理
由を 記録する こ と を 義務付ける 。 【 省令改正】

【 ア： 短期入所系サービ ス ★、 多機能系サービ ス ★、 イ ： 訪問系サービ ス ★、 通所系サービ ス ★、 福祉用具貸与★、
特定福祉用具販売★、 居宅介護支援★】

１ ． （ ６ ） ② 身体的拘束等の適正化の推進①

基準

○ 短期入所系サービ ス 及び多機能系サービ ス の運営基準に以下の措置を講じ なければなら ない旨を 規定する 。
・ 身体的拘束等の適正化のための対策を 検討する 委員会を ３ 月に１ 回以上開催する と と も に、 その結果について、

介護職員その他従業者に周知徹底を 図る こ と 。
・ 身体的拘束等の適正化のための指針を 整備する こ と 。
・ 介護職員その他の従業者に対し 、 身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する こ と 。

○ 訪問系サービ ス 、 通所系サービ ス 、 福祉用具貸与、 特定福祉用具販売及び居宅介護支援の運営基準に以下を規定
する 。
・ 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護する ため緊急やむを得ない場合を除き 、 身体的拘束等を 行っ て

はなら ないこ と 。
・ 身体的拘束等を行う 場合には、 その態様及び時間、 その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを 得ない理由

を 記録し なければなら ないこ と 。
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１ .（ ６ ） ② 身体的拘束等の適正化の推進②

＜現行＞ ＜改定後＞

なし 身体拘束廃止未実施減算 所定単位数の100分の1に相当する 単位数を減算（ 新設）

単位数

算定要件等

○ 身体的拘束等の適正化を 図る ため、 以下の措置が講じ ら れていない場合
・ 身体的拘束等を行う 場合には、 その態様及び時間、 その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを 得ない理由

を 記録する こ と
・ 身体的拘束等の適正化のための対策を 検討する 委員会を ３ 月に１ 回以上開催する と と も に、 その結果について、

介護職員その他従業者に周知徹底を 図る こ と
・ 身体的拘束等の適正化のための指針を 整備する こ と
・ 介護職員その他の従業者に対し 、 身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する こ と

〇 全ての施設・ 事業所で身体的拘束等の適正化が行われる よ う 、 令和６ 年度中に小規模事業所等における 取組事例
を周知する ほか、 介護サービ ス 情報公表シス テムに登録すべき 事項に身体的拘束等の適正化に関する 取組状況を 追
加する 。 ま た、 指定権者に対し て、 集団指導等の機会等にて身体的拘束等の適正化の実施状況を把握し 、 未実施又
は集団指導等に不参加の事業者に対する 集中的な指導を 行う など 、 身体的拘束等の適正化に向けた取組の強化を 求
める 。

【 短期入所系サービ ス ★、 多機能系サービ ス ★】

※ 平成18年度に施設・ 居住系サービス に身体拘束廃止未実施減算を導入し た際は、 ５ 単位/日減算であったが、 各サービ
ス 毎に基本サービス 費や算定方式が異なる こ と を踏ま え、 定率で設定。 なお、 短期入所系・ 多機能系サービス は所定単位
数から 平均し て９ 単位程度/日の減算と なる 。
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【 訪問介護、 訪問入浴介護★、 定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護、 夜間対応型訪問介護】

１ .（ ７ ） ① 訪問系サービス における 認知症専門ケア加算の見直し

概要

○ 訪問系サービ ス における 認知症専門ケア加算について、 認知症高齢者の重症化の緩和や日常生活自立度Ⅱの者に
対し て適切に認知症の専門的ケアを 行う こ と を評価する 観点から 、 利用者の受入れに関する 要件を 見直す。
【 告示改正】

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
認知症専門ケア加算（ Ⅰ） ３ 単位/日※ 変更なし
認知症専門ケア加算（ Ⅱ） ４ 単位/日※ 変更なし

※ 定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護、 夜間対応型訪問介護（ Ⅱ） については、 認知症専門ケア加算（ Ⅰ） 90単位/月、 認知症専門ケア加算（ Ⅱ） 120単位/月

算定要件等

＜認知症専門ケア加算（ Ⅰ） ＞
ア 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が利用者の２ 分の１ 以上
イ 認知症介護実践リ ーダー研修等修了者を 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が20人未満の場合は１ 以上、

20人以上の場合は１ に、 当該対象者の数が19を超えて10又は端数を 増すごと に１ を加えて得た数以上配置
ウ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者に対し て、 専門的な認知症ケアを実施し た場合
エ 当該事業所の従業者に対し て、 認知症ケアに関する 留意事項の伝達又は技術的指導に係る 会議を定期的に開催

＜認知症専門ケア加算（ Ⅱ） ＞
ア 認知症専門ケア加算（ Ⅰ） のイ ・ エの要件を満たすこ と
イ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の100分の20以上
ウ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対し て、 専門的な認知症ケアを実施し た場合
エ 認知症介護指導者研修修了者を １ 名以上配置し 、 事業所全体の認知症ケアの指導等を 実施
オ 介護職員、 看護職員ごと の認知症ケアに関する 研修計画を作成し 、 研修を 実施又は実施を 予定
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＋

○ 事業所の従業者が、 口腔の健康状態の評価を実施し た場合において、 利用者の同意を得て、 歯科医療機関及び介
護支援専門員に対し 、 当該評価の結果を 情報提供し た場合に、 １ 月に１ 回に限り 所定単位数を 加算する 。 （ 新設）

○ 事業所は利用者の口腔の健康状態に係る評価を行う に当たって、 診療報酬の歯科点数表区分番号C000に掲げる歯科訪問診
療料の算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、 当該従業者から の相談等に対
応する体制を確保し 、 その旨を文書等で取り 決めているこ と 。

必要に応じ
て相談

２ .（ １ ） ⑮ 訪問系サービス 及び短期入所系サービス における 口腔管理に係る 連携の強化

概要

○ 訪問介護、 訪問看護、 訪問リ ハビ リ テーショ ン、 短期入所生活介護、 短期入所療養介護及び定期巡回・ 随時対応
型訪問介護看護において、 職員によ る 利用者の口腔の状態の確認によ って、 歯科専門職によ る 適切な口腔管理の実
施につなげる 観点から 、 事業所と 歯科専門職の連携の下、 介護職員等によ る 口腔衛生状態及び口腔機能の評価の実
施並びに利用者の同意の下の歯科医療機関及び介護支援専門員への情報提供を 評価する 新たな加算を設ける 。
【 告示改正】

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
なし 口腔連携強化加算 50単位/回（ 新設）

※１ 月に１ 回に限り 算定可能

【 訪問介護、 訪問看護★、 訪問リ ハビ リ テーショ ン★、 短期入所生活介護★、 短期入所療養介護★、 定期巡回・ 随
時対応型訪問介護看護】

算定要件等

看護師、 リ ハビ リ テーショ ン専門職、 介護職員等

情報提供

介護支援専門員
連携歯科医療機関

訪問系サービス 、 短期入所系サービス 事業者

口腔の健康
状態の評価

歯科医療機関
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３ .（ １ ） ① 介護職員の処遇改善①

概要

○ 介護現場で働く 方々にと って、 令和６ 年度に2.5％、 令和７ 年度に2.0％のベース アッ プへと 確実につながる よ う

加算率の引上げを 行う 。

○ 介護職員等の確保に向けて、 介護職員の処遇改善のための措置ができ る だけ多く の事業所に活用さ れる よ う 推進

する 観点から 、 介護職員処遇改善加算、 介護職員等特定処遇改善加算、 介護職員等ベース アッ プ等支援加算につい

て、 現行の各加算・ 各区分の要件及び加算率を 組み合わせた４ 段階の「 介護職員等処遇改善加算」 に一本化を行う 。

※ 一本化後の加算については、 事業所内での柔軟な職種間配分を認める 。 ま た、 人材確保に向けてよ り 効果的な

要件と する 等の観点から 、 月額賃金の改善に関する 要件及び職場環境等要件を見直す。 【 告示改正】

【 訪問介護、 訪問入浴介護★、 通所介護、 地域密着型通所介護、 療養通所介護、 認知症対応型通所介護★、 通所リ ハビリ テーショ
ン★、 短期入所生活介護★、 短期入所療養介護★、 特定施設入居者生活介護★、 地域密着型特定施設入居者生活介護、 定期巡
回・ 随時対応型訪問介護看護、 夜間対応型訪問介護、 小規模多機能型居宅介護★、 認知症対応型共同生活介護★、 看護小規模多
機能型居宅介護、 介護老人福祉施設、 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、 介護老人保健施設、 介護医療院】

単位数

サービ ス 区分
介護職員等処遇改善加算

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

訪問介護・ 夜間対応型訪問介護・ 定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護 24.5% 22.4% 18.2% 14.5%

訪問入浴介護★ 10.0% 9.4% 7.9% 6.3%

通所介護・ 地域密着型通所介護 9.2% 9.0% 8.0% 6.4%

通所リ ハビ リ テーショ ン★ 8.6% 8.3% 6.6% 5.3%

特定施設入居者生活介護★・ 地域密着型特定施設入居者生活介護 12.8% 12.2% 11.0% 8.8%

認知症対応型通所介護★ 18.1% 17.4% 15.0% 12.2%

小規模多機能型居宅介護★・ 看護小規模多機能型居宅介護 14.9% 14.6% 13.4% 10.6%

認知症対応型共同生活介護★ 18.6% 17.8% 15.5% 12.5%

介護老人福祉施設・ 地域密着型介護老人福祉施設・ 短期入所生活介護★ 14.0% 13.6% 11.3% 9.0%

介護老人保健施設・ 短期入所療養介護 （ 介護老人保健施設） ★ 7.5% 7.1% 5.4% 4.4%

介護医療院・ 短期入所療養介護 （ 介護医療院） ★・ 短期入所療養介護（ 病院等)★ 5.1% 4.7% 3.6% 2.9%

※介護職員等処遇改善加算を 除く 加減算後の総報酬単位数に以下の加算率を 乗じ る 。 加算率はサービ ス 毎の介護
職員の常勤換算職員数に基づき 設定。

（ 注） 令和６ 年度末ま での経過措置期間を 設け、 経過措置期間中は、 現行の３ 加算の取得状況に基づく 加算率を 維持し た上で、 今般の改
定によ る 加算率の引上げを 受ける こ と ができ る よ う にする こ と など の激変緩和措置を 講じ る 。
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３ .（ １ ） ① 介護職員の処遇改善②

算定要件等

○ 一本化後の新加算全体について、 職種に着目し た配分ルールは設けず、 事業所内で柔軟な配分を 認める 。

○ 新加算のいずれの区分を 取得し ている 事業所においても 、 新加算Ⅳの加算額の１ /２ 以上を 月額賃金の改善に充て

る こ と を 要件と する 。
※ それま でベース アッ プ等支援加算を 取得し ていない事業所が、 一本化後の新加算を 新たに取得する 場合には、 収入と し て新たに増

加する ベース アッ プ等支援加算相当分の加算額については、 その２ /３ 以上を 月額賃金の改善と し て新たに配分する こ と を 求める 。

※︓加算率は訪問介護のものを例として記載。

対応する現行の加算等（※） 新加算の趣旨

新
加
算
（
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算
）

Ⅰ 新加算（Ⅱ）に加え、以下の要件を満たすこと。
• 経験技能のある介護職員を事業所内で一定割合以上
配置していること（訪問介護の場合、介護福祉士30%以上）

a. 処遇改善加算（Ⅰ）
【13.7%】

b. 特定処遇加算（Ⅰ）
【6.3%】

c. ベースアップ等支援加算
【2.4%】

事業所内の経験・
技能のある職員を
充実

Ⅱ 新加算（Ⅲ）に加え、以下の要件を満たすこと。
• 改善後の賃金年額440万円以上が１人以上
• 職場環境の更なる改善、見える化【見直し】
• グループごとの配分ルール【撤廃】

a. 処遇改善加算（Ⅰ）
【13.7%】

b. 特定処遇加算（Ⅱ）
【4.2%】

c. ベースアップ等支援加算
【2.4%】

総合的な職場環境
改善による職員の
定着促進

Ⅲ 新加算（Ⅳ）に加え、以下の要件を満たすこと。
• 資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備

a. 処遇改善加算（Ⅰ）
【13.7％】

b. ベースアップ等支援加算
【2.4%】

資格や経験に応じ
た昇給の仕組みの
整備

Ⅳ • 新加算（Ⅳ）の1/2（7.2%）以上を月額賃金で配分
• 職場環境の改善（職場環境等要件）【見直し】
• 賃金体系等の整備及び研修の実施等

a. 処遇改善加算（Ⅱ）
【10.0%】

b. ベースアップ等支援加算
【2.4%】

介護職員の基本的
な待遇改善・ベー
スアップ等

既存の要件は黒字、新規・修正する要件は赤字加算率（※）

【14.5%】

【18.2%】

【22.4%】

【24.5%】

新加算（Ⅰ〜Ⅳ）は、加算・賃金改善額の職種間配分ルールを統一。（介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に
重点的に配分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認める。）
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３ .（ ２ ） ① テレ ワ ーク の取扱い

概要

○ 人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を 求めている 職種のテレ ワ ーク に関し て、 個人情報を 適切に管理
し ている こ と 、 利用者の処遇に支障が生じ ないこ と 等を 前提に、 取扱いの明確化を行い、 職種や業務ごと に具体的
な考え方を示す。 【 通知改正】

【 全サービ ス （ 居宅療養管理指導★を 除く 。 ） 】
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３ .（ ３ ） ③ 訪問看護等における 24時間対応体制の充実

概要

○ 緊急時訪問看護加算について、 訪問看護等における 24 時間対応体制を充実する 観点から 、 夜間対応する 看護師
等の勤務環境に配慮し た場合を 評価する 新たな区分を設ける 。 【 告示改正】

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
緊急時訪問看護加算
指定訪問看護ス テーショ ン の場合 574単位/月
病院又は診療所の場合 315単位/月
一体型定期巡回・ 随時対応型訪問
介護看護事業所の場合 315単位/月

【 訪問看護★、 定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護】

算定要件等

＜緊急時訪問看護加算（ Ⅰ） ＞（ 新設）
○ 次に掲げる 基準のいずれにも 適合する こ と 。
（ １ ） 利用者又はその家族等から 電話等によ り 看護に関する 意見を求めら れた場合に常時対応でき る 体制にある こ と 。
（ ２ ） 緊急時訪問における 看護業務の負担の軽減に資する 十分な業務管理等の体制の整備が行われている こ と 。

＜緊急時訪問看護加算（ Ⅱ） ＞
○ 緊急時訪問看護加算（ Ⅰ） の（ １ ） に該当する も のである こ と 。

緊急時訪問看護加算（ Ⅰ） （ 新設）
指定訪問看護ス テーショ ンの場合 600単位/月
病院又は診療所の場合 325単位/月
一体型定期巡回・ 随時対応型訪問
介護看護事業所の場合 325単位/月

緊急時訪問看護加算（ Ⅱ）
指定訪問看護ス テーショ ンの場合 574単位/月
病院又は診療所の場合 315単位/月
一体型定期巡回・ 随時対応型訪問
介護看護事業所の場合 315単位/月
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３ .（ ３ ） ⑤ 退院時共同指導の指導内容の提供方法の柔軟化

概要

○ 退院時共同指導加算について、 指導内容を 文書以外の方法で提供する こ と を 可能と する 。 【 告示改正】

【 訪問看護★、 定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護】

算定要件等

＜現行＞
病院、 診療所、 介護老人保健施設又は介護医療 院

に入院中又は入所中の者が退院又は退所する に当たり 、
指定訪問看護ステーショ ンの看護師等（ 准看護師を除
く 。 ） が、 退院時共同指導（ 当該者又はその看護に当
たっている 者に対し て、 病院、 診療所、 介護老人保健
施設又は介護医療院の主治の医師その他の従業者と 共
同し 、 在宅での療養上必要な指導を行い、 その内容を
文書によ り 提供する こ と をいう 。 ） を行った後に、 当
該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の指定訪
問看護を行った場合に、 退院時共同指導加算と し て、
当該退院又は退所につき １ 回（ 特別な管理を必要と す
る 利用者については、 ２ 回） に限り 、 所定単位数を加
算する 。

ただし 、 初回加算を算定する 場合には、 退院時共同
指導加算は算定し ない。

＜改定後＞
病院、 診療所、 介護老人保健施設又は介護医療院に

入院中又は入所中の者が退院又は退所する に当たり 、
指定訪問看護ステーショ ンの看護師等（ 准看護師を除
く 。 ） が、 退院時共同指導（ 当該者又はその看護に当
たっている 者に対し て、 病院、 診療所、 介護老人保健
施設又は介護医療院の主治の医師その他の従業者と 共
同し 、 在宅での療養上必要な指導を行い、 その内容を
提供する こ と をいう 。 ） を行った後に、 当該者の退院
又は退所後に当該者に対する 初回の指定訪問看護を
行った場合に、 退院時共同指導加算と し て、 当該退院
又は退所につき １ 回（ 特別な管理を必要と する 利用者
については、 ２ 回） に限り 、 所定単位数を加算する。

ただし 、 初回加算を算定する 場合には、 退院時 共
同指導加算は算定し ない。
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【 定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護】

３ .（ ３ ） ⑪ 随時対応サービス の集約化でき る 範囲の見直し

概要

○ 定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護事業所が行う 随時対応サービ ス について、 適切な訪問体制が確実に確保さ れ
ており 、 利用者へのサービ ス 提供に支障がないこ と を前提に、 事業所所在地の都道府県を 越えて事業所間連携が可
能である こ と を明確化する 。 【 通知改正】

算定要件等

○ 一体的実施ができ る 範囲について、 都道府県を 越えて連携を 行っ ている 場合の運用については、 その範囲が明確
になっていないため、 適切な訪問体制が確実に確保さ れており 、 利用者へのサービ ス 提供に支障がないこ と を前提
に、 事業所所在地の都道府県を 越えて事業所間連携が可能である こ と を明確化する 。
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【 定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護】

４ .（ ２ ） ② 定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護の基本報酬の見直し

概要

○ 定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護と 夜間対応型訪問介護の機能・ 役割や利用状況等を 踏ま え、 将来的なサービ
ス の統合を見据えて、 夜間対応型訪問介護と の一体的実施を 図る 観点から 、 定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護の
基本報酬に、 夜間対応型訪問介護の利用者負担に配慮し た新たな区分を設ける 。 【 告示改正】

単位数・ 算定要件等

（ ※） 連携型事業所も 同様

＜改定後＞

一体型事業所（ ※）

介護度
介護・ 看護

利用者
介護利用者 夜間にのみサービ ス を必要と する 利用者（ 新設）

要介護１ 7,946単位 5,446単位 【 定額】
・ 基本夜間訪問サービス 費： 989単位/月

【 出来高】
・ 定期巡回サービス 費： 372単位/回
・ 随時訪問サービス 費（ Ⅰ） ： 567単位/回
・ 随時訪問サービス 費（ Ⅱ） ： 764単位/回
（ ２ 人の訪問介護員等によ り 訪問する 場合）

注： 要介護度によ ら ない

要介護２ 12,413単位 9,720単位

要介護３ 18,948単位 16,140単位

要介護４ 23,358単位 20,417単位

要介護５ 28,298単位 24,692単位
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５ ． ② 特別地域加算、 中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する
者へのサービス 提供加算の対象地域の明確化

概要

○ 過疎地域の持続的発展の支援に関する 特別措置法において、 「 過疎地域」 と みなし て同法の規定を適用する こ と
と さ れている 地域等が、 特別地域加算、 中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する 者へのサービ
ス 提供加算の算定対象地域に含ま れる こ と を明確化する 。 【 告示改正】

基準

【 訪問系サービ ス ★、 通所系サービ ス ★、 多機能系サービ ス ★、 福祉用具貸与★、 居宅介護支援】

○ 厚生労働大臣が定める 中山間地域等の地域（ 平成21年厚生労働省告示第83号） 及び厚生労働大臣が定める 地域（ 平成24年厚生労働省告示第120号） の
規定を以下のよ う に改正する 。

算定要件 単位数

特別地域加算 別に厚生労働大臣が定める 地域（ ※１ ） に所
在する 事業所が、 サービス 提供を行った場合

所定単位数に
15/100
を乗じ た単位数

中山間地域等における
小規模事業所加算

別に厚生労働大臣が定める 地域（ ※２ ） に所
在する 事業所が、 サービス 提供を行った場合

所定単位数に
10/100
を乗じ た単位数

中山間地域等に居住する
者へのサービス 提供加算

別に厚生労働大臣が定める 地域（ ※３ ） に居
住する 利用者に対し 、 通常の事業の実施地域
を越えて、 サービス 提供を行った場合

所定単位数に
５ /100
を乗じ た単位数

※１ ： ①離島振興対策実施地域、 ②奄美群島、
③振興山村、 ④小笠原諸島、 ⑤沖縄の離島、
⑥豪雪地帯、 特別豪雪地帯、 辺地、 過疎地
域等であって、 人口密度が希薄、 交通が不
便等の理由によ り サービス の確保が著し く
困難な地域

※２ ： ①豪雪地帯及び特別豪雪地帯、 ②辺地、
③半島振興対策実施地域、 ④特定農山村、
⑤過疎地域

※３ ： ①離島振興対策実施地域、 ②奄美群島、
③豪雪地帯及び特別豪雪地帯、 ④辺地、 ⑤
振興山村、 ⑥小笠原諸島、 ⑦半島振興対策
実施地域、 ⑧特定農山村地域、 ⑨過疎地
域、 ⑩沖縄の離島

＜現行＞
過疎地域の持続的発展の支援に関する 特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条
第一項に規定する 過疎地域

＜改定後＞
過疎地域の持続的発展の支援に関する 特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条
第二項によ り 公示さ れた過疎地域
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【 訪問系サービ ス ★、 多機能系サービ ス ★、 福祉用具貸与★、 居宅介護支援】

５ ． ③ 特別地域加算の対象地域の見直し

概要

○ 過疎地域その他の地域で、 人口密度が希薄、 交通が不便等の理由によ り サービ ス の確保が著し く 困難である と 認
めら れる 地域であって、 特別地域加算の対象と し て告示で定める も のについて、 前回の改正以降、 新たに加除する
必要が生じ た地域において、 都道府県及び市町村から 加除の必要性等を聴取し た上で、 見直し を行う 。
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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）  

改    正    後  改    正    前  

別表 

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表 

１ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費 

別表 

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表 

１ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費 

イ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)（１月につき） 

⑴ 訪問看護サービスを行わない場合 

㈠ 要介護１                 5,446単位 

㈡ 要介護２                 9,720単位 

㈢ 要介護３                16,140単位 

㈣ 要介護４                20,417単位 

㈤ 要介護５                24,692単位 

⑵ 訪問看護サービスを行う場合 

㈠ 要介護１                 7,946単位 

㈡ 要介護２                12,413単位 

㈢ 要介護３                18,948単位 

㈣ 要介護４                23,358単位 

㈤ 要介護５                28,298単位 

ロ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅱ)（１月につき） 

⑴ 要介護１                  5,446単位 

⑵ 要介護２                  9,720単位 

⑶ 要介護３                 16,140単位 

⑷ 要介護４                 20,417単位 

⑸ 要介護５                 24,692単位 

イ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)（１月につき） 

⑴ 訪問看護サービスを行わない場合 

㈠ 要介護１                 5,697単位 

㈡ 要介護２                10,168単位 

㈢ 要介護３                16,883単位 

㈣ 要介護４                21,357単位 

㈤ 要介護５                25,829単位 

⑵ 訪問看護サービスを行う場合 

㈠ 要介護１                 8,312単位 

㈡ 要介護２                12,985単位 

㈢ 要介護３                19,821単位 

㈣ 要介護４                24,434単位 

㈤ 要介護５                29,601単位 

ロ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅱ)（１月につき） 

⑴ 要介護１                  5,697単位 

⑵ 要介護２                 10,168単位 

⑶ 要介護３                 16,883単位 

⑷ 要介護４                 21,357単位 

⑸ 要介護５                 25,829単位 

ハ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅲ) 

⑴ 基本夜間訪問サービス費（１月につき）     989単位 

⑵ 定期巡回サービス費（１回につき）       372単位 

⑶ 随時訪問サービス費(Ⅰ)（１回につき）      567単位 

⑷ 随時訪問サービス費(Ⅱ)（１回につき）      764単位 

（新設） 
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注１ イ⑴については、指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第34号。以下

「指定地域密着型サービス基準」という。）第３条の２

に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護をい

う。以下同じ。）を行う指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所（指定地域密着型サービス基準第３条の

４に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所をいう。以下同じ。）の定期巡回・随時対応型訪問

介護看護従業者（同条に規定する定期巡回・随時対応型

訪問介護看護従業者をいう。以下同じ。）が、利用者に

対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護（連携型

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護（指定地域密着

型サービス基準第３条の41に規定する連携型指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護をいう。以下同じ。）及び

夜間にのみ行うものを除く。以下この注及び注２におい

て同じ。）を行った場合（訪問看護サービス（指定地域

密着型サービス基準第３条の３第４号に規定する訪問看

護サービスをいう。以下この号において同じ。）を行っ

た場合を除く。）に、利用者の要介護状態区分に応じて

、１月につきそれぞれ所定単位数を算定する。 

注１ イ⑴については、指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第34号。以下

「指定地域密着型サービス基準」という。）第３条の２

に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護をい

う。以下同じ。）を行う指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所（指定地域密着型サービス基準第３条の

４に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所をいう。以下同じ。）の定期巡回・随時対応型訪問

介護看護従業者（同条に規定する定期巡回・随時対応型

訪問介護看護従業者をいう。以下同じ。）が、利用者に

対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護（連携型

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護（指定地域密着

型サービス基準第３条の41に規定する連携型指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護をいう。以下同じ。）を除

く。以下この注及び注２において同じ。）を行った場合

（訪問看護サービス（指定地域密着型サービス基準第３

条の３第４号に規定する訪問看護サービスをいう。以下

この号において同じ。）を行った場合を除く。）に、利

用者の要介護状態区分に応じて、１月につきそれぞれ所

定単位数を算定する。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ ハについては、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が、利

用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護（夜

間にのみ行うものに限る。）を行った場合に、次に掲げる

区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。 

⑴ 基本夜間訪問サービス費 

利用者に対して、オペレーター（指定地域密着型サー

ビス基準第３条の４第１号に規定するオペレーターをい

う。）に通報できる端末機器を配布し、利用者からの通

（新設） 
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報を受けることができる体制を整備している場合 

⑵ 定期巡回サービス費 

利用者に対して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所の訪問介護員等（指定地域密着型サービス基

準第３条の３第１号に規定する訪問介護員等をいう。以

下同じ。）が、定期巡回サービス（同号に規定する定期

巡回サービスをいう。以下同じ。）を行った場合 

⑶ 随時訪問サービス費(Ⅰ) 

利用者に対して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所の訪問介護員等が、随時訪問サービス（指定

地域密着型サービス基準第３条の３第３号に規定する随

時訪問サービスをいう。以下同じ。）を行った場合 

⑷ 随時訪問サービス費(Ⅱ) 

次のいずれかに該当する場合において、１人の利用者

に対して２人の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所の訪問介護員等により随時訪問サービスを行うこ

とについて利用者又はその家族等の同意を得て、随時訪

問サービスを行った場合 

㈠ 利用者の身体的理由により１人の訪問介護員等によ

る介護が困難と認められる場合 

㈡ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認め

られる場合 

㈢ 長期間にわたり定期巡回サービス又は随時訪問サー

ビスを提供していない利用者からの通報を受けて、随

時訪問サービスを行う場合 

㈣ その他利用者の状況等から判断して、㈠から㈢まで

のいずれかに準ずると認められる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高

齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分

の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（新設） 
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６ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業

務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の１に

相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（新設） 

７ 通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介

護又は認知症対応型通所介護（以下「通所介護等」という

。）を受けている利用者に対して、指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護（ハの所定単位数を算定する場合を除く

。）を行った場合は、通所介護等を利用した日数に、１日

当たり次に掲げる単位数を乗じて得た単位数を所定単位数

から減算する。 

①・② （略） 

４ 通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介

護又は認知症対応型通所介護（以下「通所介護等」という

。）を受けている利用者に対して、指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護を行った場合は、通所介護等を利用した

日数に、１日当たり次に掲げる単位数を乗じて得た単位数

を所定単位数から減算する。 

 

①・② （略） 

８ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の所在す

る建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若し

くは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と同一

の建物（以下この注において「同一敷地内建物等」という

。）に居住する利用者（指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建

物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。）

に対して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行っ

た場合は、イ又はロについては１月につき600単位を所定

単位数から減算し、ハについては定期巡回サービス又は随

時訪問サービスを行った際に算定する所定単位数の100分

の90に相当する単位数を算定し、指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業所における１月当たりの利用者が同一

敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に

対して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った

場合は、イ又はロについては１月につき900単位を所定単

位数から減算し、ハについては定期巡回サービス又は随時

訪問サービスを行った際に算定する所定単位数の100分の

85に相当する単位数を算定する。 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の所在す

る建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若し

くは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と同一

の建物（以下この注において「同一敷地内建物等」という

。）に居住する利用者（指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建

物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。）

に対して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行っ

た場合は、１月につき600単位を所定単位数から減算し、

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における１

月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する

建物に居住する利用者に対して、指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護を行った場合は、１月につき900単位を所

定単位数から減算する。 

９ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、厚生労 ６ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、厚生労
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働省の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同

じ。）と届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機と

を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方

法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、

厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

に当該情報が記録されるもの（やむを得ない事情により当

該方法による届出を行うことができない場合にあっては、

電子メールの利用その他の適切な方法とする。以下「電子

情報処理組織を使用する方法」という。）により、市町村

長（特別区の区長を含む。以下同じ。）に対し、厚生労働

省老健局長（以下「老健局長」という。）が定める様式に

よる届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所（その一部として使用される事務所が当該地域に所

在しない場合は、当該事務所を除く。）又はその一部とし

て使用される事務所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護

従業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った

場合は、特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算

として、イ又はロについては１月につき、ハについては定

期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に１回に

つき、所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単

位数に加算する。 

働省の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同

じ。）と届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機と

を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方

法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、

厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

に当該情報が記録されるもの（やむを得ない事情により当

該方法による届出を行うことができない場合にあっては、

電子メールの利用その他の適切な方法とする。以下「電子

情報処理組織を使用する方法」という。）により、市町村

長（特別区の区長を含む。以下同じ。）に対し、厚生労働

省老健局長（以下「老健局長」という。）が定める様式に

よる届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所（その一部として使用される事務所が当該地域に所

在しない場合は、当該事務所を除く。）又はその一部とし

て使用される事務所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護

従業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った

場合は、特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算

として、１月につき所定単位数の100分の15に相当する単

位数を所定単位数に加算する。 

10 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚

生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子

情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老

健局長が定める様式による届出を行った指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業所（その一部として使用される

事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く

。）又はその一部として使用される事務所の定期巡回・随

時対応型訪問介護看護従業者が指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護を行った場合は、イ又はロについては１月に

つき、ハについては定期巡回サービス又は随時訪問サービ

７ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚

生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子

情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老

健局長が定める様式による届出を行った指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業所（その一部として使用される

事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く

。）又はその一部として使用される事務所の定期巡回・随

時対応型訪問介護看護従業者が指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護を行った場合は、１月につき所定単位数の

100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。 
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スを行った際に１回につき、所定単位数の100分の10に相

当する単位数を所定単位数に加算する。 

11 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者が、別に厚生労働大臣

が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業

の実施地域（指定地域密着型サービス基準第３条の19第３

項に規定する通常の事業の実施地域をいう。）を越えて、

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、

イ又はロについては１月につき、ハについては定期巡回サ

ービス又は随時訪問サービスを行った際に１回につき、所

定単位数の100分の５に相当する単位数を所定単位数に加

算する。 

８ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者が、別に厚生労働大臣

が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業

の実施地域（指定地域密着型サービス基準第３条の19第３

項に規定する通常の事業の実施地域をいう。）を越えて、

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、

１月につき所定単位数の100分の５に相当する単位数を所

定単位数に加算する。 

12 イ⑵について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合し

ているものとして、電子情報処理組織を使用する方法によ

り、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を

行った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所（連

携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を除く

。以下「一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所」という。）が、利用者の同意を得て、計画的に訪問

することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体

制にある場合（訪問看護サービスを行う場合に限る。）に

は、緊急時訪問看護加算として、当該基準に掲げる区分に

従い、１月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算す

る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場

合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)           325単位 

⑵ 緊急時訪問看護加算(Ⅱ)           315単位 

９ イ⑵について、電子情報処理組織を使用する方法により

、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行

った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所（連携

型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を除く。

以下「一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所」という。）が、利用者の同意を得て、計画的に訪問す

ることとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制

にある場合（訪問看護サービスを行う場合に限る。）には

、緊急時訪問看護加算として、１月につき315単位を所定

単位数に加算する。 

 

 

 

（新設） 

（新設） 

13 （略） 10 （略） 

14 イ⑵について、在宅で死亡した利用者について、別に厚

生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子

情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老

11 イ⑵について、在宅で死亡した利用者について、別に厚

生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子

情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老
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健局長が定める様式による届出を行った一体型指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所が、その死亡日及び死

亡日前14日以内に２日（死亡日及び死亡日前14日以内に当

該利用者（末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定め

る状態にあるものに限る。）に訪問看護を行っている場合

にあっては、１日）以上ターミナルケアを行った場合（タ

ーミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡し

た場合を含む。）は、ターミナルケア加算として、当該利

用者の死亡月につき2,500単位を所定単位数に加算する。 

健局長が定める様式による届出を行った一体型指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所が、その死亡日及び死

亡日前14日以内に２日（死亡日及び死亡日前14日以内に当

該利用者（末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定め

る状態にあるものに限る。）に訪問看護を行っている場合

にあっては、１日）以上ターミナルケアを行った場合（タ

ーミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡し

た場合を含む。）は、ターミナルケア加算として、当該利

用者の死亡月につき2,000単位を所定単位数に加算する。 

15～17 （略） 12～14 （略） 

ニ 初期加算                    30単位 

注 イ及びロについて、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について

は、初期加算として、１日につき所定単位数を加算する。30

日を超える病院又は診療所への入院の後に指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護の利用を再び開始した場合も、同様と

する。 

ハ 初期加算                    30単位 

注 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用を開始した

日から起算して30日以内の期間については、初期加算として

、１日につき所定単位数を加算する。30日を超える病院又は

診療所への入院の後に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の利用を再び開始した場合も、同様とする。 

ホ 退院時共同指導加算               600単位 

注 イ⑵について、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護

医療院に入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり

、一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の保

健師、看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚

士が退院時共同指導（当該者又はその看護に当たっている者

に対して、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院

の主治の医師その他の従業者と共同し、在宅での療養上必要

な指導を行い、その内容を提供することをいう。以下同じ。

）を行った後、当該者の退院又は退所後に当該者に対する初

回の訪問看護サービスを行った場合に、退院時共同指導加算

として、当該退院又は退所につき１回（特別な管理を必要と

する利用者については２回）に限り、所定単位数を加算する

。 

ニ 退院時共同指導加算               600単位 

注 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院中

又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、一体型指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の保健師、看護師又

は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が退院時共同

指導（当該者又はその看護に当たっている者に対して、病院

、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の主治の医師そ

の他の従業者と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、

その内容を文書により提供することをいう。以下同じ。）を

行った後、当該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の

訪問看護サービスを行った場合に、退院時共同指導加算とし

て、当該退院又は退所につき１回（特別な管理を必要とする

利用者については２回）に限り、所定単位数を加算する。 
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ヘ 総合マネジメント体制強化加算 

注 イ及びロについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合

しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法によ

り、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行

った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、利用

者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った

場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げ

る所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加

算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算

は算定しない。 

⑴ 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)      1,200単位 

⑵ 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ)       800単位 

ホ 総合マネジメント体制強化加算         1,000単位 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして

、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し

、老健局長が定める様式による届出を行った指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業所が、指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護の質を継続的に管理した場合は、１月につき

所定単位数を加算する。 

  

  

  

 （新設） 

（新設） 

ト 生活機能向上連携加算 

⑴ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)            100単位 

⑵ 生活機能向上連携加算(Ⅱ)            200単位 

注１ ⑴について、計画作成責任者（指定地域密着型サービス

基準第３条の４第１項に規定する計画作成責任者をいう。

注２において同じ。）が、指定訪問リハビリテーション事

業所（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に

関する基準（平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サ

ービス基準」という。）第76条第１項に規定する指定訪問

リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。）、指定通

所リハビリテーション事業所（指定居宅サービス基準第

111条第１項に規定する指定通所リハビリテーション事業

所をいう。以下同じ。）又はリハビリテーションを実施し

ている医療提供施設（医療法（昭和23年法律第205号）第

１条の２第２項に規定する医療提供施設をいい、病院にあ

っては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中

心とした半径４キロメートル以内に診療所が存在しないも

のに限る。以下同じ。）の医師、理学療法士、作業療法士

又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的と

ヘ 生活機能向上連携加算 

⑴ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)            100単位 

⑵ 生活機能向上連携加算(Ⅱ)            200単位 

注１ ⑴について、計画作成責任者（指定地域密着型サービス

基準第３条の４第１項に規定する計画作成責任者をいう。

注２において同じ。）が、指定訪問リハビリテーション事

業所（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に

関する基準（平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サ

ービス基準」という。）第76条第１項に規定する指定訪問

リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。）、指定通

所リハビリテーション事業所（指定居宅サービス基準第

111条第１項に規定する指定通所リハビリテーション事業

所をいう。以下同じ。）又はリハビリテーションを実施し

ている医療提供施設（医療法（昭和23年法律第205号）第

１条の２第２項に規定する医療提供施設をいい、病院にあ

っては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中

心とした半径４キロメートル以内に診療所が存在しないも

のに限る。以下同じ。）の医師、理学療法士、作業療法士

又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的と
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した定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画（指定地域密

着型サービス基準第３条の24第１項に規定する定期巡回・

随時対応型訪問介護看護計画をいう。この注及び注２にお

いて同じ。）を作成し、当該定期巡回・随時対応型訪問介

護看護計画に基づく指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護（イ又はロの所定単位数を算定している場合に限る。以

下この注及び注２において同じ。）を行ったときは、初回

の当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護が行われた

日の属する月に、所定単位数を加算する。 

２ （略） 

した定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画（指定地域密

着型サービス基準第３条の24第１項に規定する定期巡回・

随時対応型訪問介護看護計画をいう。この注及び注２にお

いて同じ。）を作成し、当該定期巡回・随時対応型訪問介

護看護計画に基づく指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護を行ったときは、初回の当該指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護が行われた日の属する月に、所定単位数を加

算する。 

 

２ （略） 

チ 認知症専門ケア加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして

、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し

、老健局長が定める様式による届出を行った指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業所において、別に厚生労働大臣

が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当

該基準に掲げる区分に従い、イ又はロについては１月につき

、ハについては定期巡回サービス又は随時訪問サービスの提

供を行った際に１日につき、次に掲げる所定単位数を加算す

る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合

においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ イ又はロを算定している場合 

㈠ 認知症専門ケア加算(Ⅰ)           90単位 

㈡ 認知症専門ケア加算(Ⅱ)           120単位 

⑵ ハを算定している場合 

㈠ 認知症専門ケア加算(Ⅰ)           ３単位 

㈡ 認知症専門ケア加算(Ⅱ)           ４単位 

ト 認知症専門ケア加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして

、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し

、老健局長が定める様式による届出を行った指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業所において、別に厚生労働大臣

が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当

該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる所定単位

数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定し

ている場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しな

い。 

 

⑴ 認知症専門ケア加算(Ⅰ)            90単位 

 

 

⑵ 認知症専門ケア加算(Ⅱ)            120単位 

リ 口腔
く う

連携強化加算                50単位 

注 イ及びロについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合

しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法によ

り、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行

（新設） 
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った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者

が、口腔
く う

の健康状態の評価を実施した場合において、利用者

の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当

該評価の結果の情報提供を行ったときは、口腔
く う

連携強化加算

として、１月に１回に限り所定単位数を加算する。 

ヌ サービス提供体制強化加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして

、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し

、老健局長が定める様式による届出を行った指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業所が、利用者に対し、指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、当該基準に

掲げる区分に従い、イ又はロについては１月につき、ハにつ

いては定期巡回サービス又は随時訪問サービスの提供を行っ

た際に１回につき、次に掲げる所定単位数を加算する。ただ

し、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合において

は、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ イ又はロを算定している場合 

㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)        750単位 

㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)        640単位 

㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)        350単位 

⑵ ハを算定している場合 

㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)        22単位 

㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)        18単位 

㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)        ６単位 

（削る） 

チ サービス提供体制強化加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして

、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し

、老健局長が定める様式による届出を行った指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業所が、利用者に対し、指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、当該基準に

掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる所定単位数を加算

する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場

合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 

 

⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)         750単位 

 

 

 

⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)         640単位 

 

 

 

⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)         350単位 

ル 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める

様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪

リ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める

様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪

2
48

32



  

 

 

問介護看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

令和６年５月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数

に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して

いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない

。 

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからヌまでにより算定した

単位数の1000分の137に相当する単位数 

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからヌまでにより算定した

単位数の1000分の100に相当する単位数 

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからヌまでにより算定した

単位数の1000分の55に相当する単位数 

問介護看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

令和６年３月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数

に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して

いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない

。 

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算定した

単位数の1000分の137に相当する単位数 

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからチまでにより算定した

単位数の1000分の100に相当する単位数 

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからチまでにより算定した

単位数の1000分の55に相当する単位数 

ヲ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め

る様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い

、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に

掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に

掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからヌまでにより算

定した単位数の1000分の63に相当する単位数 

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからヌまでにより算

定した単位数の1000分の42に相当する単位数 

ヌ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め

る様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い

、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に

掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に

掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算

定した単位数の1000分の63に相当する単位数 

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからチまでにより算

定した単位数の1000分の42に相当する単位数 

ワ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め

る様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型

ル 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め

る様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型
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訪問介護看護を行った場合は、イからヌまでにより算定した

単位数の1000分の24に相当する単位数を所定単位数に加算す

る。 

訪問介護看護を行った場合は、イからチまでにより算定した

単位数の1000分の24に相当する単位数を所定単位数に加算す

る。 

２ 夜間対応型訪問介護費 ２ 夜間対応型訪問介護費 

イ 夜間対応型訪問介護費(Ⅰ) 別に厚生労働大臣が定める単位数 

ロ 夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)       １月につき2,702単位 

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に

対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定夜間

対応型訪問介護事業所（指定地域密着型サービス基準第６

条第１項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう

。以下同じ。）の夜間対応型訪問介護従業者（同項に規定

する夜間対応型訪問介護従業者をいう。）が、指定夜間対

応型訪問介護（指定地域密着型サービス基準第４条に規定

する指定夜間対応型訪問介護をいう。以下同じ。）を行っ

た場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、それぞれ所

定単位数を算定する。 

イ 夜間対応型訪問介護費(Ⅰ) 別に厚生労働大臣が定める単位数 

ロ 夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)       １月につき2,800単位 

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとし

て市町村長に届け出た指定夜間対応型訪問介護事業所（指

定地域密着型サービス基準第６条第１項に規定する指定夜

間対応型訪問介護事業所をいう。以下同じ。）の夜間対応

型訪問介護従業者（同項に規定する夜間対応型訪問介護従

業者をいう。）が、指定夜間対応型訪問介護（指定地域密

着型サービス基準第４条に規定する指定夜間対応型訪問介

護をいう。以下同じ。）を行った場合に、当該施設基準に

掲げる区分に従い、それぞれ所定単位数を算定する。 

２ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高

齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分

の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（新設） 

３ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業

務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の１に

相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（新設） 

４～10 （略） ２～８ （略） 

ハ・ニ （略） 

ホ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める

様式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業所が、

ハ・ニ （略） 

ホ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める

様式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業所が、
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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）  

改    正    後  改    正    前  

別表 

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表 

１ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費 

別表 

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表 

１ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費 

イ～ヌ （略） イ～ヌ （略） 

ル 介護職員等処遇改善加算 

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定

める様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業所が、利用者に対し、指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護を行った場合は、当該基準に掲げる区

分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。た

だし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお

いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからヌまでにより算定

した単位数の1000分の245に相当する単位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからヌまでにより算定

した単位数の1000分の224に相当する単位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからヌまでにより算定

した単位数の1000分の182に相当する単位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからヌまでにより算定

した単位数の1000分の145に相当する単位数 

ル 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める

様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

令和６年５月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数

に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して

いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない

。 

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからヌまでにより算定した

単位数の1000分の137に相当する単位数 

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからヌまでにより算定した

単位数の1000分の100に相当する単位数 

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからヌまでにより算定した

単位数の1000分の55に相当する単位数 

２ 令和７年３月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める

基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施している

ものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市

町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所（注１の加

（新設） 
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算を算定しているものを除く。）が、利用者に対し、指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、当該

基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数

に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定し

ている場合においては、次に掲げるその他の加算は算定し

ない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからヌまでにより算

定した単位数の1000分の221に相当する単位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからヌまでにより算

定した単位数の1000分の208に相当する単位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからヌまでにより算

定した単位数の1000分の200に相当する単位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからヌまでにより算

定した単位数の1000分の187に相当する単位数 

⑸ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからヌまでにより算

定した単位数の1000分の184に相当する単位数 

⑹ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからヌまでにより算

定した単位数の1000分の163に相当する単位数 

⑺ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからヌまでにより算

定した単位数の1000分の163に相当する単位数 

⑻ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからヌまでにより算

定した単位数の1000分の158に相当する単位数 

⑼ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからヌまでにより算

定した単位数の1000分の142に相当する単位数 

⑽ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからヌまでにより算

定した単位数の1000分の139に相当する単位数 

⑾ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾ イからヌまでにより算

定した単位数の1000分の121に相当する単位数 

⑿ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ イからヌまでにより算

定した単位数の1000分の118に相当する単位数 

⒀ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ イからヌまでにより算
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定した単位数の1000分の100に相当する単位数 

⒁ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ イからヌまでにより算

定した単位数の1000分の76に相当する単位数 

 （削る） ヲ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め

る様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い

、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に

掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に

掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからヌまでにより算

定した単位数の1000分の63に相当する単位数 

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからヌまでにより算

定した単位数の1000分の42に相当する単位数 

 （削る） ワ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め

る様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護を行った場合は、イからヌまでにより算定した

単位数の1000分の24に相当する単位数を所定単位数に加算す

る。 

２ 夜間対応型訪問介護費 ２ 夜間対応型訪問介護費 

 イ～ニ （略） イ～ニ （略） 

ホ 介護職員等処遇改善加算 

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

ホ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

3
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別紙５ 

○ 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する

基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成18年３月31日老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号）（抄）  

 

1 

新 旧 

第１ 届出手続の運用 

１ 届出の受理 

第１ 届出手続の運用 

１ 届出の受理 

⑴ （略） ⑴ （略） 

⑵ 電子情報処理組織による届出 

① ⑴の規定にかかわらず、届出は厚生労働省の使用に係る電子計算機

（入出力装置を含む。以下同じ。）と届出を行おうとする者の使用に係

る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用す

る方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労

働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録

されるもの（以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。）や電

子メールの利用等により行わせることができる。 

 

② ⑴の規定にかかわらず、届出のうち、指定地域密着型サービス介護

給付費単位数表及び指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位

数表において、電子情報処理組織を使用する方法によるとされた届出

については、電子情報処理組織を使用する方法（やむを得ない事情に

より当該方法による届出を行うことができない場合にあっては、電子

メールの利用その他の適切な方法）により行わせることとする。なお、

市町村長等が電子情報処理組織を使用する方法による届出の受理の準

備を完了するまでの間は、この限りでない。 

③ ①、②の電子情報処理組織を使用する方法により行われた届出につ

いては、書面等により行われたものとみなして、本通知及びその他の

当該届出に関する通知の規定を適用する。 

④ 電子情報処理組織を使用する方法や電子メールの利用等により行わ

れた届出は、当該届出を受ける行政機関等の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達した

ものとみなす。 

⑵ 電子情報処理組織による届出 

① ⑴の規定にかかわらず、届出は電子情報処理組織（届出が行われる

べき行政機関等の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同

じ。）とその届出をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で

接続した電子情報処理組織をいう。ただし、当該行政機関等の使用に

係る電子計算機と接続した際に当該行政機関等からプログラムが付与

される場合は、その付与されるプログラムを正常に稼働させられる機

能を備えているものに限る。以下同じ。）を使用する方法により行わせ

ることができる。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

② ①の電子情報処理組織を使用する方法により行われた届出について

は、書面等により行われたものとみなして、本通知及びその他の当該

届出に関する通知の規定を適用する。 

③ 電子情報処理組織を使用する方法により行われた届出は、当該届出

を受ける行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ

の記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。 

⑶～⑸ （略） ⑶～⑸ （略） 

⑹ 届出に係る加算等の算定の開始時期 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型

通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護若しくは看

護小規模多機能型居宅介護又は介護予防認知症対応型通所介護若しくは

⑹ 届出に係る加算等の算定の開始時期 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型

通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護若しくは看

護小規模多機能型居宅介護又は介護予防認知症対応型通所介護若しくは
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介護予防小規模多機能型居宅介護における届出に係る加算等（算定され

る単位数が増えるものに限る。以下同じ。）については、適正な支給限度

額管理のため、利用者や居宅介護支援事業者等に対する周知期間を確保

する観点から、届出が毎月 15日以前になされた場合には翌月から、16 日

以降になされた場合には翌々月から、算定を開始するものとすること。

ただし、令和６年４月から算定を開始する加算等の届出については、前

記にかかわらず、同年４月１日以前になされていれば足りるものとする。 

認知症対応型共同生活介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介

護（いずれも短期利用型を含む。）、地域密着型特定施設入居者生活介護

又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における届出に係る加

算等については、届出が受理された日が属する月の翌月（届出が受理さ

れた日が月の初日である場合は当該月）から算定を開始するものとする。 

介護予防小規模多機能型居宅介護における届出に係る加算等（算定され

る単位数が増えるものに限る。以下同じ。）については、適正な支給限度

額管理のため、利用者や居宅介護支援事業者等に対する周知期間を確保

する観点から、届出が毎月 15日以前になされた場合には翌月から、16 日

以降になされた場合には翌々月から、算定を開始するものとすること。

ただし、令和３年４月から算定を開始する加算等の届出については、前

記にかかわらず、同年４月１日以前になされていれば足りるものとする。 

認知症対応型共同生活介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介

護（いずれも短期利用型を含む。）、地域密着型特定施設入居者生活介護

又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における届出に係る加

算等については、届出が受理された日が属する月の翌月（届出が受理さ

れた日が月の初日である場合は当該月）から算定を開始するものとする。 

２～６ （略） ２～６ （略） 

第２ 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表 第２ 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表 

１ 通則 

⑴～⑹ （略） 

１ 通則 

⑴～⑹ （略） 

⑺ 常勤換算方法による職員数の算定方法等について 

暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該事業所又は施設において常勤

の職員が勤務すべき時間で除することによって算定するものとし、小数

点第２位以下を切り捨てるものとする。なお、やむを得ない事情により、

配置されていた職員数が一時的に１割の範囲内で減少した場合は、１月

を超えない期間内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかったもの

とみなすこととする。 

その他、常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについては、①及び②

のとおりとすること。 

① 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法

律（昭和 47 年法律第 113 号）第 13 条第１項に規定する措置（以下「母

性健康管理措置」という。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76 号。以下「育

児・介護休業法」という。）第 23 条第１項、同条第３項又は同法第 24

条に規定する所定労働時間の短縮等の措置若しくは厚生労働省「事業

場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」に沿って事

業者が自主的に講じる所定労働時間の短縮措置（以下「育児、介護及び

治療のための所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられてい

⑺ 常勤換算方法による職員数の算定方法等について 

暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該事業所又は施設において常勤

の職員が勤務すべき時間で除することによって算定するものとし、小数

点第２位以下を切り捨てるものとする。なお、やむを得ない事情により、

配置されていた職員数が一時的に１割の範囲内で減少した場合は、１月

を超えない期間内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかったもの

とみなすこととする。 

その他、常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについては、①及び②

のとおりとすること。 

① 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法

律（昭和 47 年法律第 113 号）第 13 条第１項に規定する措置（以下「母

性健康管理措置」という。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76 号。以下「育

児・介護休業法」という。）第 23 条第１項、同条第３項又は同法第 24

条に規定する所定労働時間の短縮等の措置（以下「育児及び介護のた

めの所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられている場合、

30 時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者

が勤務すべき時間数を満たしたものとし、１として取り扱うことを可
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る場合、30 時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤

の従業者が勤務すべき時間数を満たしたものとし、１として取り扱う

ことを可能とする。 

能とする。 

② 当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められてい

る常勤の従業者が勤務すべき時間数（32 時間を下回る場合は 32 時間

を基本とする。）に達していることをいうものであるが、母性健康管理

措置又は育児、介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措置が

講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業

所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間

数を 30 時間として取り扱うことを可能とする。 

また、常勤による従業者の配置要件が設けられている場合、従業者

が労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 65 条に規定する休業、母性

健康管理措置、育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業、

同条第２号に規定する介護休業、同法第 23 条第２項の育児休業に関す

る制度に準ずる措置又は同法第 24 条第１項（第２号に係る部分に限

る。）の規定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準じ

て講ずる措置による休業を取得中の期間において、当該要件において

求められる資質を有する複数の非常勤の従業者を常勤の従業者の員数

に換算することにより、当該要件を満たすことが可能であることとす

る。 

② 当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められてい

る常勤の従業者が勤務すべき時間数（32 時間を下回る場合は 32 時間

を基本とする。）に達していることをいうものであるが、母性健康管理

措置又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置が講じら

れている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所とし

て整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を 30

時間として取り扱うことを可能とする。 

また、常勤による従業者の配置要件が設けられている場合、従業者

が労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 65 条に規定する休業、母性

健康管理措置、育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業、

同条第２号に規定する介護休業、同法第 23 条第２項の育児休業に関す

る制度に準ずる措置又は同法第 24 条第１項（第２号に係る部分に限

る。）の規定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準じ

て講ずる措置による休業を取得中の期間において、当該要件において

求められる資質を有する複数の非常勤の従業者を常勤の従業者の員数

に換算することにより、当該要件を満たすことが可能であることとす

る。 

⑻～⒀ （略） ⑻～⒀ （略） 

⒁ 令和６年４月から５月までの取扱い 

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改

正する告示（令和６年厚生労働省告示第 86 号）において、介護職員処遇

改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等

支援加算（以下「処遇改善３加算」）の一本化は令和６年６月施行とな

っているところ、令和６年４月から５月までの間の処遇改善３加算の内

容については、別途通知（「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的

考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」）を参照するこ

と。 

（新設） 

 ２ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費 

⑴ 基本単位の算定について 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（定期巡回・随時対応型訪問介護

看護費(Ⅲ)の⑵又は⑶若しくは⑷を算定する場合を除く）を算定する場合

 ２ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費 

⑴ 基本単位の算定について 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費を算定する場合については、月

途中からの利用開始又は月途中での利用終了の場合には、所定単位数を
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については、月途中からの利用開始又は月途中での利用終了の場合には、

所定単位数を日割り計算して得た単位数を算定する。 

なお、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定している

間は、当該利用者に係る、他の訪問サービスのうち、訪問介護費（通院等

乗降介助に係るものを除く。）、訪問看護費（連携型指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護を利用している場合を除く。）及び夜間対応型訪問介護

費（以下「訪問介護費等」という。）は算定しないものとし、定期巡回・

随時対応型訪問介護看護費(Ⅲ)を算定している間は、当該利用者に係る、

他の訪問サービスのうち、夜間対応型訪問介護費は算定しないものとす

る。この場合において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用を開始

した初日における当該利用開始時以前に提供されたサービスに係る訪問

介護費等及び利用終了日における当該利用終了時以後に提供されたサー

ビスに係る訪問介護費等は算定できるものとする。 

日割り計算して得た単位数を算定する。 

 

なお、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費を算定している間は、当該

利用者に係る、他の訪問サービスのうち、訪問介護費（通院等乗降介助に

係るものを除く。）、訪問看護費（連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護を利用している場合を除く。）及び夜間対応型訪問介護費（以下「訪

問介護費等」という。）は算定しないものとする。この場合において、定

期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用を開始した初日における当該利

用開始時以前に提供されたサービスに係る訪問介護費等及び利用終了日

における当該利用終了時以後に提供されたサービスに係る訪問介護費等

は算定できるものとする。 

⑵ 通所系サービス及び短期入所系サービスを利用した場合の取扱い 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用者が、通所介護、通所リハビ

リテーション、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護（以

下「通所系サービス」という。）又は短期入所生活介護若しくは短期入所

療養介護、短期利用認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介

護（短期利用居宅介護費を算定する場合に限る。）、短期利用特定施設入

居者生活介護、地域密着型短期利用特定施設入居者生活介護若しくは看

護小規模多機能型居宅介護（短期利用居宅介護費を算定する場合に限

る。）（以下「短期入所系サービス」）を利用した場合の取扱いについては、

次のとおりとする。 

① 通所系サービス利用時 

所定単位数から、当該月の通所系サービスの利用日数に注５に定め

る単位数を乗じて得た単位数を減じたものを、当該月の所定単位数と

する。 

② 短期入所系サービス利用時 

短期入所系サービスの利用日数に応じた日割り計算を行う。具体的

には、当該月の日数から、当該月の短期入所系サービスの利用日数（退

所日を除く。）を減じて得た日数に、サービスコード表の定期巡回・随

時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)又は(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)の⑴の日割り単価を乗じ

て得た単位数を、当該月の所定単位数とする。 

⑵ 通所系サービス及び短期入所系サービスを利用した場合の取扱い 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用者が、通所介護、通所リハビ

リテーション、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護（以

下「通所系サービス」という。）又は短期入所生活介護若しくは短期入所

療養介護、短期利用認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介

護（短期利用居宅介護費を算定する場合に限る。）、短期利用特定施設入

居者生活介護、地域密着型短期利用特定施設入居者生活介護若しくは看

護小規模多機能型居宅介護（短期利用居宅介護費を算定する場合に限

る。）（以下「短期入所系サービス」）を利用した場合の取扱いについては、

次のとおりとする。 

① 通所系サービス利用時 

所定単位数から、当該月の通所系サービスの利用日数に注４に定め

る単位数を乗じて得た単位数を減じたものを、当該月の所定単位数と

する。 

② 短期入所系サービス利用時 

短期入所系サービスの利用日数に応じた日割り計算を行う。具体的

には、当該月の日数から、当該月の短期入所系サービスの利用日数（退

所日を除く。）を減じて得た日数に、サービスコード表の定期巡回・随

時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)又は(Ⅱ)の日割り単価を乗じて得た単位数

を、当該月の所定単位数とする。 

⑶ 訪問看護サービス利用者に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護費 ⑶ 訪問看護サービス利用者に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護費
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(Ⅰ)の取扱い 

①～③ （略） 

④ 末期の悪性腫瘍の患者等の取扱いについて 

末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病等（厚生労働大臣

が定める基準に適合する利用者等（平成 27 年厚生労働省告示第 94 号。

以下「利用者等告示」という。）第４号を参照のこと。）の患者について

は、医療保険の給付の対象となるものであり、訪問看護サービス利用

者に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)は算定しない。なお、

月途中から医療保険の給付の対象となる場合又は月途中から医療保険

の給付の対象外となる場合には、医療保険の給付の対象となる期間に

応じて日割り計算を行うこととする（具体的な計算方法については、

主治の医師の特別な指示があった場合の取扱いに準じることとするの

で、⒁を参照されたい。）。なお、医療保険の給付の対象となる期間に

ついては、主治の医師による指示に基づくものとする。 

⑤ （略） 

(Ⅰ)の取扱い 

①～③ （略） 

④ 末期の悪性腫瘍の患者等の取扱いについて 

末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病等（厚生労働大臣

が定める基準に適合する利用者等（平成 27 年厚生労働省告示第 94 号。

以下「利用者等告示」という。）第４号を参照のこと。）の患者について

は、医療保険の給付の対象となるものであり、訪問看護サービス利用

者に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)は算定しない。なお、

月途中から医療保険の給付の対象となる場合又は月途中から医療保険

の給付の対象外となる場合には、医療保険の給付の対象となる期間に

応じて日割り計算を行うこととする（具体的な計算方法については、

主治の医師の特別な指示があった場合の取扱いに準じることとするの

で、⑾を参照されたい。）。なお、医療保険の給付の対象となる期間に

ついては、主治の医師による指示に基づくものとする。 

⑤ （略） 

⑷ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅲ)の取扱い 

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅲ)は、基本夜間訪問サービス、

定期巡回サービス及び随時訪問サービスを一括して提供しなければな

らないものであるが、利用者はケアコール端末（指定地域密着型サー

ビス基準第３条の６第３項に規定する利用者が援助を必要とする状態

になったときに適切にオペレーターに通報できる端末機器をいう。）を

有していることが条件となる。したがって、ケアコール端末を持たず、

定期巡回サービスのみの利用であれば、定期巡回・随時対応型訪問介

護看護費(Ⅲ)に含まれず、通常の指定訪問介護を利用していることとな

る。 

② 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅲ)を提供する時間帯は各事業

所において設定することとなるが、夜間におけるサービス提供という

性格を踏まえ、22 時から６時までの間は最低限含むものとする。なお、

８時から 18 時までの時間帯を含むことは認められないものであり、こ

の間の時間帯については、必要に応じて指定訪問介護を利用すること

となる。 

③ 定期巡回サービスの提供回数については、特に要件は設けておらず、

事業者と利用者との間で取り決められるものである。 

④ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅲ)は、随時対応サービス（指定

（新設） 
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地域密着型サービス基準第３条の３第１項第２号に規定する随時対応

サービスをいう。）に相当する部分のみを基本夜間訪問サービス費とし

て１月当たりの定額とする一方、定期巡回サービス又は随時訪問サー

ビスについては出来高としたものである。基本夜間訪問サービス費に

ついては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅲ)を利用する者すべ

てについて、定期巡回サービス又は随時訪問サービスの利用の有無を

問わず算定することができる。また、定期巡回サービス費及び随時訪

問サービス費については、サービス提供の時間帯、１回当たりの時間

の長短、具体的なサービスの内容等にかかわらず、１回の訪問ごとに

所定の単位数を算定することとなる。 

⑤ ２人の訪問介護員等による随時訪問サービスについて、随時訪問サ

ービス(Ⅱ)が算定される場合のうち、注４⑷の(一)の場合としては、体重

が重い利用者に排せつ介助等の重介護を内容とする訪問介護を提供す

る場合等が該当し、注４⑷の㈢の場合としては、利用者の心身の状況

等により異なるが、１つの目安としては１月以上定期巡回サービス又

は随時訪問サービスを提供していない者からの通報を受けて随時訪問

サービスを行う場合が該当するものであること。したがって、単に安

全確保のために２人の訪問介護員等によるサービス提供を行った場合

は、利用者側の希望により利用者や家族の同意を得て行った場合を除

き随時訪問サービス費(Ⅱ)は算定されない。 

⑸ 高齢者虐待防止措置未実施減算について 

高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐

待が発生した場合ではなく、地域密着型サービス基準第３条の 38 の２に

規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位数か

ら減算することとなる。具体的には、高齢者虐待防止のための対策を検

討する委員会を定期的に開催していない、高齢者虐待防止のための指針

を整備していない、高齢者虐待防止のための年１回以上の研修を実施し

ていない又は高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置い

ていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、

事実が生じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報

告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの

間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。 

（新設） 

⑹ 業務継続計画未策定減算について 

業務継続計画未策定減算については、指定地域密着型サービス基準第

（新設） 
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３条の 30 の２第１項に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、

その翌月（基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当

該月）から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業

所の利用者全員について、所定単位数から減算することとする。 

なお、経過措置として、令和７年３月 31 日までの間、当該減算は適用

しないが、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成すること。 

⑺ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と同一の敷地内若しく

は隣接する敷地内の建物若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所と同一の建物（同一敷地内建物等）に居住する利用者に対する取

扱い 

① 同一敷地内建物等の定義 

注６における「同一敷地内建物等」とは、当該指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物及び同

一敷地内並びに隣接する敷地（当該指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所と建築物が道路等を挟んで設置している場合を含む。）に

ある建築物のうち効率的なサービス提供が可能なものを指すものであ

る。具体的には、一体的な建築物として、当該建物の一階部分に指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所がある場合や当該建物と渡

り廊下でつながっている場合などが該当し、同一の敷地内若しくは隣

接する敷地内の建物として、同一敷地内にある別棟の建築物や幅員の

狭い道路を挟んで隣接する場合などが該当するものであること。 

②～④ （略） 

⑤ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅲ)における基本夜間訪問サー

ビス費については、本減算の適用を受けないこと。 

⑷ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と同一の敷地内若しく

は隣接する敷地内の建物若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所と同一の建物（同一敷地内建物等）に居住する利用者に対する

取扱い 

① 同一敷地内建物等の定義 

注５における「同一敷地内建物等」とは、当該指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物及び同

一敷地内並びに隣接する敷地（当該指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所と建築物が道路等を挟んで設置している場合を含む。）に

ある建築物のうち効率的なサービス提供が可能なものを指すものであ

る。具体的には、一体的な建築物として、当該建物の一階部分に指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所がある場合や当該建物と渡

り廊下でつながっている場合などが該当し、同一の敷地内若しくは隣

接する敷地内の建物として、同一敷地内にある別棟の建築物や幅員の

狭い道路を挟んで隣接する場合などが該当するものであること。 

②～④ （略） 

（新設） 

⑻ 特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算について 

注９の「その一部として使用される事務所」とは、待機や道具の保管、

着替え等を行う出張所等（以下「サテライト事業所」という。）とし、例

えば、本体の事業所が離島等以外に所在し、サテライト事業所が離島等

に所在する場合、本体事業所を業務の本拠とする定期巡回・随時対応型

訪問介護看護従業者による定期巡回・随時対応型訪問介護看護は加算の

対象とならず、サテライト事業所を業務の本拠とする定期巡回・随時対

応型訪問介護看護従業者による定期巡回・随時対応型訪問介護看護は加

算の対象となるものであること。 

サテライト事業所のみが離島等に所在する場合には、当該サテライト

⑸ 特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算について 

注６の「その一部として使用される事務所」とは、待機や道具の保管、

着替え等を行う出張所等（以下「サテライト事業所」という。）とし、例

えば、本体の事業所が離島等以外に所在し、サテライト事業所が離島等

に所在する場合、本体事業所を業務の本拠とする定期巡回・随時対応型

訪問介護看護従業者による定期巡回・随時対応型訪問介護看護は加算の

対象とならず、サテライト事業所を業務の本拠とする定期巡回・随時対

応型訪問介護看護従業者による定期巡回・随時対応型訪問介護看護は加

算の対象となるものであること。 

サテライト事業所のみが離島等に所在する場合には、当該サテライト

45



8 
 

事業所を本拠とする定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者を明確に

するとともに、当該サテライト事業所からの提供した具体的なサービス

の内容等の記録を行い、管理すること。 

事業所を本拠とする定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者を明確に

するとともに、当該サテライト事業所からの提供した具体的なサービス

の内容等の記録を行い、管理すること。 

⑼ 注 10 の取扱い 

① ⑻を参照のこと。 

②～④ （略） 

⑹ 注７の取扱い 

① ⑸を参照のこと。 

②～④ （略） 

⑽ 注 11 の取扱い 

注 11 の加算を算定する利用者については、指定地域密着型サービス基

準第３条の 19 第３項に規定する交通費の支払いを受けることはできな

いこととする。 

⑺ 注８の取扱い 

注８の加算を算定する利用者については、指定地域密着型サービス基

準第３条の 19 第３項に規定する交通費の支払いを受けることはできな

いこととする。 

⑾ 緊急時訪問看護加算について 

① （略） 

② 緊急時訪問看護加算については、介護保険の給付対象となる訪問看 

 護サービスを行った日の属する月の所定単位数に加算するものとす

る。なお当該加算を介護保険で請求した場合には、同月に訪問看護を

利用した場合の当該訪問看護における緊急時訪問看護加算及び看護小

規模多機能型居宅介護を利用した場合の当該看護小規模多機能型居宅

介護における緊急時対応加算並びに同月に医療保険における訪問看護

を利用した場合の当該訪問看護における 24 時間対応体制加算は算定

できないこと。 

③・④ （略） 

⑤ 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所における 24 時間連絡できる体制を充実するため、看護業務の負担の

軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていることを評価す

るものである。緊急時訪問看護加算(Ⅰ)を算定する場合は、次に掲げる

項目のうち、次のア又はイを含むいずれか２項目以上を満たす必要が

あること。 

ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保 

イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が２連続（２回）まで 

ウ 夜間対応後の暦日の休日確保 

エ 夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫 

オ ＩＣＴ、ＡＩ、ＩｏＴ等の活用による業務負担軽減 

カ 電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保 

⑻ 緊急時訪問看護加算について 

① （略） 

② 緊急時訪問看護加算については、介護保険の給付対象となる訪問看

護サービスを行った日の属する月の所定単位数に加算するものとす

る。なお当該加算を介護保険で請求した場合には、同月に訪問看護及

び看護小規模多機能型居宅介護を利用した場合の当該各サービスにお

ける緊急時訪問看護加算並びに同月に医療保険における訪問看護を利

用した場合の当該訪問看護における 24 時間対応体制加算は算定でき

ないこと。 

 

③・④ （略） 

（新設） 

⑥ ⑤の夜間対応とは、夜間（午後６時から午後 10 時まで）、深夜（午 （新設） 
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後 10 時から午前６時まで）、早朝（午前６時から午前８時まで）にお

いて計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問看護サービス

や、利用者や家族等からの電話連絡を受けて当該者への指導を行った

場合とし、単に勤務時間割表等において夜間の対応が割り振られてい

るが夜間対応がなかった場合等は該当しない。また、翌日とは、夜間対

応の終了時刻を含む日をいう。 

⑦ ⑤のイの「夜間対応に係る連続勤務が２連続（２回）まで」は、夜間

対応の始業時刻から終業時刻までの一連の対応を１回として考える。

なお、専ら夜間対応に従事する者は含まないものとする。また、夜間対

応と次の夜間対応との間に暦日の休日を挟んだ場合は、休日前までの

連続して行う夜間対応の回数を数えることとするが、暦日の休日中に

夜間対応が発生した場合には当該対応を１回と数えることとし、暦日

の休日前までの夜間対応と合算して夜間対応の連続回数を数えるこ

と。 

エの「夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫」は、単に従業

者の希望に応じた夜間対応の調整をする場合等は該当しない。 

オの「ＩＣＴ、ＡＩ、ＩｏＴ等の活用による業務負担軽減」は、例え

ば、看護記録の音声入力、情報通信機器を用いた利用者の自宅等での

電子カルテの入力、医療情報連携ネットワーク等のＩＣＴを用いた関

係機関との利用者情報の共有、IＣＴやＡＩを活用した業務管理や職員

間の情報共有等であって、業務負担軽減に資するものが想定される。

なお、単に電子カルテ等を用いていることは該当しない。 

カの「電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の

確保」は、例えば、利用者又はその家族等からの看護に関する連絡相

談を担当する者からの対応方法等に係る相談を受けられる体制等が挙

げられる。 

（新設） 

⑿～⒂ （略） ⑼～⑿ （略） 

⒃ 総合マネジメント体制強化加算について 

① 総合マネジメント体制強化加算は、指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所において、定期巡回サービス、随時対応サービス及び

随時訪問サービス並びに訪問看護サービスを適宜適切に組み合わせ

て、利用者にとって必要なサービスを必要なタイミングで提供し、総

合的に利用者の在宅生活の継続を支援するために、計画作成責任者、

看護師、准看護師、介護職員その他の関係者が、日常的に共同して行う

⒀ 総合マネジメント体制強化加算について 

① 総合マネジメント体制強化加算は、指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所において、定期巡回サービス、随時対応サービス及び

随時訪問サービス並びに訪問看護サービスを適宜適切に組み合わせ

て、利用者にとって必要なサービスを必要なタイミングで提供し、総

合的に利用者の在宅生活の継続を支援するために、計画作成責任者、

看護師、准看護師、介護職員その他の関係者が、日常的に共同して行う
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調整や情報共有等の取組、また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護

が、地域包括ケアの担い手として、地域に開かれたサービスとなるよ

う、サービスの質の向上を図りつつ、認知症対応を含む様々な機能を

発揮し、地域の多様な主体とともに利用者を支える仕組みづくりを促

進するため、地域包括ケアの推進と地域共生社会の実現に資する取組

を評価するものである。 

② 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)は、次に掲げるいずれにも該当す

る場合に算定する。 

ア 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画について、利用者の心身

の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、計画作成責任者、看

護師、准看護師、介護職員その他の関係者が共同し、随時適切に見

直しを行っていること。 

イ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護が地域に開かれたサービスと

なるよう、地域との連携を図るとともに、地域の病院の退院支援部

門、診療所、介護老人保健施設その他の関係施設に対し、事業所に

おいて提供することができる具体的なサービスの内容等について日

常的に情報提供を行っていること。 

ウ 利用者及び利用者と関わりのある地域住民や商店等からの日頃か

らの相談体制を構築し、事業所内外の人（主に独居、認知症の人と

その家族）にとって身近な存在となるよう、事業所が主体となって、

地域の相談窓口としての役割を担っていること。 

エ 地域住民等との連携により、地域資源を効果的に活用し、利用者

の状態に応じた支援を行っていること。なお、地域資源を効果的に

活用し、利用者の状態に応じた支援を行うための取組とは、例えば、

利用者となじみの関係のある地域住民や商店等の多様な主体や地域

における役割、生きがいなどを可視化したものを作成し、事業所の

従業者で共有していることをいう。 

オ 次に掲げるいずれかに該当すること 

・ 障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等と協働し、指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所において、世代間の交流（障害

福祉サービス事業所、児童福祉施設等の指定を併せて受け、一体

的に運営が行われている場合を含む）を行っていること。 

・ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、地域住民等、

当該事業所以外の他の指定居宅サービス事業者、指定地域密着型

調整や情報共有等の取組を評価するものである。 

 

 

 

 

 

② 総合マネジメント体制強化加算は、次に掲げるいずれにも該当する

場合に算定する。 

イ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画について、利用者の心身

の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、計画作成責任者、看

護師、准看護師、介護職員その他の関係者が共同し、随時適切に見

直しを行っていること。 

ロ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護が地域に開かれたサービスと

なるよう、地域との連携を図るとともに、地域の病院の退院支援部

門、診療所、介護老人保健施設その他の関係施設に対し、事業所に

おいて提供することができる具体的なサービスの内容等について日

常的に情報提供を行っていること。 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 
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サービス事業者等と共同で、認知症や介護に関する事例検討会、

研修会等を定期的に行うこと。 

・ 市町村が実施する通いの場、在宅医療・介護連携推進事業等の地

域支援事業等において、介護予防に資する取組、指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業所以外のサービス事業所又は医療機関

との連携等を行っていること。 

・ 都道府県知事により居住支援法人（住宅確保要配慮者に対する

賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成 19 年法律第 112 号）第

40 条に定める住宅確保要配慮者居住支援法人をいう。）の指定を受

け、利用者や地域の高齢者等の住宅確保要配慮者の居住支援につ

いて、市町村や地域の関係者等と協力しながら、地域の担い手と

して実施していること。 

③ 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ)は、①ア及びイのいずれにも該当

する場合に算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

⒄ （略） ⒁ （略） 

⒅ 認知症専門ケア加算について 

① 「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者」

とは、日常生活自立度のランクⅡ、Ⅲ、Ⅳ又はＭに該当する利用者を指

し、また、「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認

められることから介護を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立

度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する利用者を指すものとする。 

なお、認知症高齢者の日常生活自立度の確認に当たっては、例えば

サービス担当者会議等において介護支援専門員から情報を把握する等

の方法が考えられる。 

② 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の割合が２分の１以上、又は、

Ⅲ以上の割合が 100 分の 20 以上の算定方法は、算定日が属する月の前

３月間の利用者実人員数の平均で算定すること。また、届出を行った

月以降においても、直近３月間の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ又

はⅢ以上の割合につき、毎月継続的に所定の割合以上であることが必

要である。なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の

割合を下回った場合については、直ちに第１の５の届出を提出しなけ

ればならない。 

③～⑤ （略） 

⒂ 認知症専門ケア加算について 

① 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められ

ることから介護を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のラ

ンクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する利用者を指すものとする。 

 

 

 

 

 

② 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が２分の１以上の算定

方法は、算定日が属する月の前３月間の利用者実人員数の平均で算定

すること。また、届出を行った月以降においても、直近３月間の認知症

高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合につき、毎月継続的に所定の割

合以上であることが必要である。なお、その割合については、毎月記録

するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第１の

５の届出を提出しなければならない。 

 

③～⑤ （略） 

⒆ 口腔連携強化加算について （新設） 
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① 口腔連携強化加算の算定に係る口腔の健康状態の評価は、利用者に

対する適切な口腔管理につなげる観点から、利用者ごとに行われるケ

アマネジメントの一環として行われることに留意すること。 

② 口腔の健康状態の評価の実施に当たっては、必要に応じて、厚生労

働大臣が定める基準における歯科医療機関（以下｢連携歯科医療機関｣

という。）の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士に口腔

の健康状態の評価の方法や在宅歯科医療の提供等について相談するこ

と。なお、連携歯科医療機関は複数でも差し支えない。 

③ 口腔の健康状態の評価をそれぞれ利用者について行い、評価した情

報を歯科医療機関及び当該利用者を担当する介護支援専門員に対し、

別紙様式８等により提供すること。 

④ 歯科医療機関への情報提供に当たっては、利用者又は家族等の意向

及び当該利用者を担当する介護支援専門員の意見等を踏まえ、連携歯

科医療機関・かかりつけ歯科医等のいずれか又は両方に情報提供を行

うこと。 

⑤ 口腔の健康状態の評価は、それぞれ次に掲げる確認を行うこと。た

だし、ト及びチについては、利用者の状態に応じて確認可能な場合に

限って評価を行うこと。 

イ 開口の状態 

ロ 歯の汚れの有無 

ハ 舌の汚れの有無 

ニ 歯肉の腫れ、出血の有無 

ホ 左右両方の奥歯のかみ合わせの状態 

ヘ むせの有無 

ト ぶくぶくうがいの状態 

チ 食物のため込み、残留の有無 

⑥ 口腔の健康状態の評価を行うに当たっては、別途通知（｢リハビリテ

ーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について｣）

及び｢入院(所)中及び在宅等における療養中の患者に対する口腔の健

康状態の確認に関する基本的な考え方｣(令和６年３月日本歯科医学

会）等を参考にすること。 

⑦ 口腔の健康状態によっては、主治医の対応を要する場合もあること

から、必要に応じて介護支援専門員を通じて主治医にも情報提供等の

適切な措置を講ずること。 
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⑧ 口腔連携強化加算の算定を行う事業所については、サービス担当者

会議等を活用し決定することとし、原則として、当該事業所が当該加

算に基づく口腔の健康状態の評価を継続的に実施すること。 

⒇ （略） ⒃ （略） 

(21) 介護職員等処遇改善加算について 

介護職員等処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員等処

遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提

示について」）を参照すること。 

⒄ 介護職員処遇改善加算について 

介護職員処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員処遇改

善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支

援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につ

いて」）を参照すること。 

（削る） ⒅ 介護職員等特定処遇改善加算について 

介護職員等特定処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員

処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアッ

プ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提

示について」）を参照すること。 

（削る） ⒆ 介護職員等ベースアップ等支援加算について 

介護職員等ベースアップ等支援加算の内容については、別途通知（「介

護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベー

スアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式

例の提示について」）を参照すること。 

 ３ 夜間対応型訪問介護費 

⑴～⑷ （略） 

 ３ 夜間対応型訪問介護費 

⑴～⑷ （略） 

⑸ 高齢者虐待防止措置未実施減算について 

２の⑸を準用する。 

（新設） 

⑹ 業務継続計画未策定減算について 

２の⑹を準用する。 

（新設） 

⑺ 指定夜間対応型訪問介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地

内の建物又は指定夜間対応型訪問介護事業所と同一の建物（同一敷地内

建物等）に居住する利用者等に対する取扱い 

① 同一敷地内建物等の定義 

注５における「同一敷地内建物等」とは、定期巡回・随時対応型訪問

介護看護と同様であるので、２⑺を参照されたい。 

②～④ （略） 

⑸ 指定夜間対応型訪問介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地

内の建物又は指定夜間対応型訪問介護事業所と同一の建物（同一敷地内

建物等）に居住する利用者等に対する取扱い 

① 同一敷地内建物等の定義 

注３における「同一敷地内建物等」とは、定期巡回・随時対応型訪問

介護看護と同様であるので、２⑷を参照されたい。 

②～④ （略） 

⑻ 特別地域夜間対応型訪問介護加算について 

２の⑻を準用する。 

⑹ 特別地域夜間対応型訪問介護加算について 

２の⑸を準用する。 
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：令和６年４月改定箇所

Ⅰ　指定地域密着型サービス介護給付費単位数の算定構造

  １　定期巡回・随時対応型訪問介護看護費

　２　夜間対応型訪問介護費

　２－２　地域密着型通所介護費

　３　認知症対応型通所介護費

　４　小規模多機能型居宅介護費

　５　認知症対応型共同生活介護費

　６　地域密着型特定施設入居者生活介護費

　７　地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

　８　複合型サービス費

Ⅱ　指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造

　１　介護予防認知症対応型通所介護費

　２　介護予防小規模多機能型居宅介護費

　３　介護予防認知症対応型共同生活介護費

介　護　報　酬　の　算　定　構　造

地　域　密　着　型　サ　ー　ビ　ス
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Ⅰ　指定地域密着型サービス介護給付費単位数の算定構造

１　定期巡回・随時対応型訪問介護看護費

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

高齢者虐待
防止措置未
実施減算

業務継続計
画未策定減
算

准看護師に
よりサービス
提供が行わ
れる場合

通所サービ
ス利用時の
調整
（1日につき）

事業所と同一
建物の利用
者にサービス
を行う場合

特別地域定
期巡回・随
時対応型訪
問介護看護
加算

中山間地域
等における
小規模事業
所加算

中山間地域
等に居住す
る者への
サービス提
供加算

緊急時訪問
看護加算
（Ⅰ）

緊急時訪問
看護加算
（Ⅱ）

特別管理加
算

ターミナルケ
ア加算

要介護１ （ 5,446 単位） －６２単位

要介護２ （ 9,720 単位） －１１１単位

要介護３ （ 16,140 単位） －１８４単位

要介護４ （ 20,417 単位） －２３３単位

要介護５ （ 24,692 単位） －２８１単位

要介護１ （ 7,946 単位） －９１単位

要介護２ （ 12,413 単位） －１４１単位

要介護３ （ 18,948 単位） －２１６単位

要介護４ （ 23,358 単位） －２６６単位

要介護５ （ 28,298 単位） －３２２単位

要介護１ （ 5,446 単位） －６２単位

要介護２ （ 9,720 単位） －１１１単位

要介護３ （ 16,140 単位） －１８４単位

要介護４ （ 20,417 単位） －２３３単位

要介護５ （ 24,692 単位） －２８１単位

　　　「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入

※　介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については、令和６年５月３１日まで算定可能。

※　業務継続計画未策定減算については令和７年４月１日から適用する。

ル　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからヌまでにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×１３７／１０００

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×１００／１０００

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×５５／１０００）

注
所定単位は、イからヌまでにより算定した単位数の合計

　：　「特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「緊急時訪問看護加算」、「特別管理加算」、「ターミナルケア加算」、
　　　 「総合マネジメント体制強化加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」については、支給限度額管理の対象外の算定項目

（1月につき　＋所定単位×６３／１０００）

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×４２／１０００）

ワ　介護職員等ベースアップ等
　　　支援加算

（1月につき　＋所定単位×２４／１０００）

ヲ　介護職員等特定処遇改善加算

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからヌまでにより算定した単位数の合計

（１月につき　＋３５０単位）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１月につき　＋６４０単位）

随時訪問サービス費(Ⅰ)

（１回につき　５６７単位）

随時訪問サービス費(Ⅱ)

（１回につき　７６４単位）

定期巡回サービス費

リ　口腔連携強化加算
　（イ又はロを算定する場合のみ算定）

（１回につき　＋５０単位（１月に１回を限度））

チ　認知症専門ケア
加算

（１）　イ又はロを
算定している場
合

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

ヌ　サービス提供体
制強化加算

（二）　サービス提供体制強化加算（ⅱ）

（1回につき　＋１８単位）

（三）　サービス提供体制強化加算（ⅲ）

（1回につき　＋６単位）

注

１月につき
＋３１５単位

（１月につき　＋１２０単位）

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１月につき　＋７５０単位）

（１月につき　＋９０単位）

（二）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）

ロ　定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅱ）
　　(1月につき）

（１）　（２）以外の
場合

ト　生活機能向上連携加算
　（イ又はロを算定する場合のみ算定）

（１）　生活機能向上連携加算（Ⅰ）

（１月につき　＋１００単位）

（２）　生活機能向上連携加算（Ⅱ）

（１月につき　＋２００単位）

（一）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）

イ　定期巡回・随時
　　対応型訪問
　　介護看護費
　　（Ⅰ）
　　(1月につき）

ヘ　総合マネジメント体制強化加算
　（イ又はロを算定する場合のみ算定）

（１月につき　８００単位を加算）

（１月につき　１,２００単位を加算）

（2）　総合マネジメント体制強化加算（Ⅱ）

（１）　総合マネジメント体制強化加算（Ⅰ）

ホ　退院時共同指導加算
　　一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所であって訪問看護サービスが必要な者のみ
    算定可能　（イ（２）を算定する場合のみ算定）

（１回につき　＋６００単位）

ニ　初期加算
　（イ又はロを算定する場合のみ算定）

（１日につき　　＋３０単位）

１月につき
＋３２５単位

死亡日及び
死亡日前

14日以内に
2日以上

ターミナル
ケアを行っ

た場合
１月につき
＋２５００単

位

１月につき
（Ⅰ）の場合
＋５００単位

又は
（Ⅱ）の場合
＋２５０単位

（２）　ハを算定す
る場合（基本夜
間訪問サービス
費を除く）

基本部分

（１）　訪問看護サービスを行わない場合

（２）　訪問看護サービスを行う場合 ×９８／１００

（一）　サービス提供体制強化加算（ⅰ）

（1回につき　＋２２単位）

＋１０／１００ ＋５／１００

＋５／１００

事業所と同一
建物の利用

者又はこれ以
外の同一建
物の利用者
20人以上に
サービスを行

う場合
×９０／１００

事業所と同一
建物の利用
者50人以上
にサービスを

行う場合
×８５／１００

＋１５／１００

－１／１００ －１／１００

事業所と同一
建物の利用
者にサービス
を行う場合
１月につき

－６００単位

事業所と同一
建物の利用
者50人以上
にサービスを

行う場合
１月につき

－９００単位

＋１５／１００

（２）　ハを算定す
る場合（基本夜
間訪問サービス
費を除く）

（一）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（1日につき　＋３単位）

（二）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）

（1日につき　＋４単位）

＋１０／１００

（１回につき　３７２単位）
ﾊ　定期巡回・随時対応型訪問介護看
護費（Ⅲ）

基本夜間訪問サービス費

（１月につき　９８９単位）

[脚注]
１．単位数算定記号の説明

＋○○単位 ⇒ 所定単位数 ＋ ○○単位
－○○単位 ⇒ 所定単位数 － ○○単位
×○○／１００ ⇒ 所定単位数 × ○○／１００
＋○○／１００ ⇒ 所定単位数 ＋ 所定単位数×○○／１００
ー○○／１００ ⇒ 所定単位数 ー 所定単位数×○○／１００

地域　1
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：令和６年６月改定箇所

Ⅰ　指定地域密着型サービス介護給付費単位数の算定構造

  １　定期巡回・随時対応型訪問介護看護費

　２　夜間対応型訪問介護費

　２－２　地域密着型通所介護費

　３　認知症対応型通所介護費

　４　小規模多機能型居宅介護費

　５　認知症対応型共同生活介護費

　６　地域密着型特定施設入居者生活介護費

　７　地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

　８　複合型サービス費

Ⅱ　指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造

　１　介護予防認知症対応型通所介護費

　２　介護予防小規模多機能型居宅介護費

　３　介護予防認知症対応型共同生活介護費

介　護　報　酬　の　算　定　構　造

地　域　密　着　型　サ　ー　ビ　ス
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Ⅰ　指定地域密着型サービス介護給付費単位数の算定構造

１　定期巡回・随時対応型訪問介護看護費

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

高齢者虐待
防止措置未
実施減算

業務継続計
画未策定減
算

准看護師に
よりサービス
提供が行わ
れる場合

通所サービ
ス利用時の
調整
（1日につき）

事業所と同一
建物の利用
者にサービス
を行う場合

特別地域定
期巡回・随
時対応型訪
問介護看護
加算

中山間地域
等における
小規模事業
所加算

中山間地域
等に居住す
る者への
サービス提
供加算

緊急時訪問
看護加算
（Ⅰ）

緊急時訪問
看護加算
（Ⅱ）

特別管理加
算

ターミナルケ
ア加算

要介護１ （ 5,446 単位） －６２単位

要介護２ （ 9,720 単位） －１１１単位

要介護３ （ 16,140 単位） －１８４単位

要介護４ （ 20,417 単位） －２３３単位

要介護５ （ 24,692 単位） －２８１単位

要介護１ （ 7,946 単位） －９１単位

要介護２ （ 12,413 単位） －１４１単位

要介護３ （ 18,948 単位） －２１６単位

要介護４ （ 23,358 単位） －２６６単位

要介護５ （ 28,298 単位） －３２２単位

要介護１ （ 5,446 単位） －６２単位

要介護２ （ 9,720 単位） －１１１単位

要介護３ （ 16,140 単位） －１８４単位

要介護４ （ 20,417 単位） －２３３単位

要介護５ （ 24,692 単位） －２８１単位

　　　「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入

（1月につき　＋所定単位×１００／１０００）

（十四）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１４）

（1月につき　＋所定単位×７６／１０００）

　：　「特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「緊急時訪問看護加算」、「特別管理加算」、「ターミナルケア加算」、
　　　 「総合マネジメント体制強化加算」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」については、支給限度額管理の対象外の算定項目

（1月につき　＋所定単位×１３９／１０００）

（十一）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１１）

（1月につき　＋所定単位×１２１／１０００）

（十二）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１２）

（1月につき　＋所定単位×１１８／１０００）

（十三）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１３）

（1月につき　＋所定単位×１６３／１０００）

（八）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（８）

（1月につき　＋所定単位×１５８／１０００）

（九）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（９）

（1月につき　＋所定単位×１４２／１０００）

（十）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１０）

（1月につき　＋所定単位×１８７／１０００）

（五）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（５）

（1月につき　＋所定単位×１８４／１０００）

（六）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（６）

（1月につき　＋所定単位×１６３／１０００）

（七）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（７）

（1月につき　＋所定単位×２２１／１０００）

（二）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（２）

（1月につき　＋所定単位×２０８／１０００）

（三）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（３）

（1月につき　＋所定単位×２００／１０００）

（四）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（４）

注
所定単位は、イからヌまでにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×２４５／１０００

（２）　介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×２２４／１０００

（３）　介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×１８２／１０００

（４）　介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　＋所定単位×１４５／１０００

（５）　介護職員等処
遇改善加算（Ⅴ）

（一）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１）

（二）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）

（1日につき　＋４単位）

＋１０／１０
０

（１回につき　３７２単位）
ハ　定期巡回・随時対応型訪問介護看護
費（Ⅲ）

基本夜間訪問サービス費

（１月につき　９８９単位）

定期巡回サービス費

随時訪問サービス費(Ⅰ)

＋５／１００

＋５／１００

事業所と同一
建物の利用

者又はこれ以
外の同一建
物の利用者
20人以上に
サービスを行

う場合
×９０／１００

事業所と同一
建物の利用
者50人以上
にサービスを

行う場合
×８５／１００

＋１５／１０
０

－１／１００ －１／１００

事業所と同一
建物の利用
者にサービス
を行う場合
１月につき

－６００単位

事業所と同一
建物の利用
者50人以上
にサービスを

行う場合
１月につき

－９００単位

＋１５／１０
０

死亡日及び
死亡日前

14日以内に
2日以上
ターミナル
ケアを行っ

た場合
１月につき
＋２５００単

位

１月につき
（Ⅰ）の場合
＋５００単位

又は
（Ⅱ）の場合
＋２５０単位

（２）　ハを算定する場
合（基本夜間訪問
サービス費を除く）

基本部分

（１）　訪問看護サービスを行わない場合

（２）　訪問看護サービスを行う場合 ×９８／１００

（一）　サービス提供体制強化加算（ⅰ）

（1回につき　＋２２単位）

＋１０／１０
０

イ　定期巡回・随時
　　対応型訪問
　　介護看護費
　　（Ⅰ）
　　(1月につき）

ヘ　総合マネジメント体制強化加算
　（イ又はロを算定する場合のみ算定）

（１月につき　８００単位を加算）

（１月につき　１,２００単位を加算）

（2）　総合マネジメント体制強化加算（Ⅱ）

（１）　総合マネジメント体制強化加算（Ⅰ）

ホ　退院時共同指導加算
　　一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所であって訪問看護サービスが必要な者のみ
    算定可能　（イ（２）を算定する場合のみ算定）

（１回につき　＋６００単位）

ニ　初期加算
　（イ又はロを算定する場合のみ算定）

（１日につき　　＋３０単位）

（１）　（２）以外の場合

ト　生活機能向上連携加算
　（イ又はロを算定する場合のみ算定）

（１）　生活機能向上連携加算（Ⅰ）

（１月につき　＋１００単位）

（２）　生活機能向上連携加算（Ⅱ）

（１月につき　＋２００単位）

（一）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（２）　ハを算定する場
合（基本夜間訪問
サービス費を除く）

（一）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（1日につき　＋３単位）

（1回につき　＋６単位）

注

１月につき
＋３１５単位

（１月につき　＋１２０単位）

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１月につき　＋７５０単位）

（１月につき　＋９０単位）

（二）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）

１月につき
＋３２５単位

ヌ　サービス提供体
制強化加算

（１回につき　５６７単位）

随時訪問サービス費(Ⅱ)

（１回につき　７６４単位）

リ　口腔連携強化加算
　（イ又はロを算定する場合のみ算定）

（１回につき　＋５０単位（１月に１回を限度））

チ　認知症専門ケア
加算

（１）　イ又はロを算定
している場合

（1回につき　＋１８単位）

（三）　サービス提供体制強化加算（ⅲ）

※　業務継続計画未策定減算については令和７年４月１日から適用する。

（二）　サービス提供体制強化加算（ⅱ）

ロ　定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅱ）
　　(1月につき）

※　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）については、令和７年３月３１日まで算定可能。

ル　介護職員等処
遇改善加算

（１）　介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

（１月につき　＋３５０単位）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１月につき　＋６４０単位）

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

[脚注]
１．単位数算定記号の説明

＋○○単位 ⇒ 所定単位数 ＋ ○○単位
－○○単位 ⇒ 所定単位数 － ○○単位
×○○／１００ ⇒ 所定単位数 × ○○／１００
＋○○／１００ ⇒ 所定単位数 ＋ 所定単位数×○○／１００
ー○○／１００ ⇒ 所定単位数 ー 所定単位数×○○／１００
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